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６月２２日は

学校歯科医の日

平成２０年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
入選作品より 芝岡優衣さんの作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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処暑を迎え，秋の気配が感じられるようになりましたが，会員の
先生方におかれましてはご健勝にて子どもたちの歯・口の健康つく
りにご尽力を賜り，また，本会の活動にもご理解とご協力をいただ
いておりますことに心より御礼申し上げます。今年は天候の異変に
より各地で異常な豪雨に見舞われ，尊い人命も失われました。健康
で長寿を全うされるであろう人命が天災によって失われていく時，
人の力の及ばない自然の大きさ，恐ろしさをあらためて感じます。
被害に遭われた方々へ心よりお見舞いを申し上げる次第です。

さて，このたびは新執行部となって初めて発刊される会誌１０３号
が出来上がりましたのでお届けいたします。

近年，子どもやその家族を取り巻く社会環境，生活環境の変化が
子どもたちの健康面にも様々な影響を与えていますが，身体的な面
のみならず，心の病やひずみを持つ子どもが多くなっていることが
様々な分野で報告されています。こういった心の病やひずみの影響
を受け，歯や口腔に特徴的な症状がみられることがあります。心理
的ストレスが顎顔面領域の筋肉や顎関節に影響を及ぼし，噛み合わ
せの変化，顎関節様症状などを誘因することもあると聞きます。ま
た，唾液は，その流量や性状が心理的状況に影響を受け，その変化
がむし歯や歯周病の発生や口臭の誘因にもなります。このようなこ
とから，今，学校歯科保健は子どもたちの「心」にも着目し，多様
化する健康課題に対応することが求められています。本号の特集で
は，「児童生徒の“こころ”に向き合う学校歯科保健」と題して，
子どもたちの行動や思考の精神心理，心と顎顔面・口腔の機能との
関係，さらには学校現場における子どもたちの心理面を配慮した
歯・口の健康つくりの実践的取り組みを報告していただきました。

また，新執行部発足後に行った役員勉強会の中では，日本歯科医
師会の大久保会長，地域保健担当の池主常務理事をお招きしてご講
演をいただきましたが，本号では４月から施行された「学校保健安
全法」と今後の学校歯科保健との関係などを絡めながら，「学校歯
科医とかかりつけ歯科医の連携」についても掲載しておりますの
で，会員の皆様はじめ学校保健に関わる方々の活動の一助にしてい
ただければ幸いです。

結びになりましたが，第７４回総会で議決いただきました「学校歯
科医生涯研修制度」は，各地で「学校歯科医基礎研修会」を開催い
ただいており，ほぼ順調にスタートすることができました。これも
ひとえに加盟団体役員の先生方，会員各位のご理解の賜と深く感謝
しているところでございます。基礎研修に続くいわゆるアドバンス
研修の構築などまだまだ課題が残されておりますが，より質の高い
制度としていくために検討を続けてまいりますので，引き続いて，
皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げ，巻頭のあいさつに
代えさせていただきます。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 中田 郁平
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学識者の立場から

総 論 現代社会と児童生徒の「こころ」
―児童生徒の生活と意識調査から―
吉田弘道 専修大学文学部 心理学科 教授

各論① 顎口腔系の機能との関係
加藤隆史 大阪大学大学院歯学研究科 統合機能口腔科学専攻 高次脳口腔機能学講座（口腔解剖学第二教室） 講師

神山 潤 東京ベイ・浦安市川医療センター センター長

各論② こころの変化と唾液
渡部 茂 明海大学歯学部 形態機能成育学講座 口腔小児科学分野 教授

学校現場の立場から

学校歯科医 スクールカウンセラーとして児童生徒に接して思う
車田文雄 奥羽大学歯学部 口腔衛生学講座 准教授

養護教諭 子どもの心に寄り添って
～心理面を配慮した歯・口の健康つくりの実践～
松本恵子 北海道旭川市立台場小学校 養護教諭

児童生徒の“こころ”に向き合う
学校歯科保健
―歯・口腔にみられる所見・症状と学校歯科医の課題―
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近年，少子化，家族形態の変化，情報化など，子どもやその家族
を取り巻く環境は急速に変化しています。このような状況の中で，
幼児・児童生徒のいじめの被害・加害，不登校，学級崩壊，自傷行
為，拒食，虐待被害など，子どもの心の問題に大きく関係している
ことが指摘されています。また，現代の幼児・児童生徒に接し，何
らかの活動を行う場合には，子どもたちの「こころ」に注目し，理
解することが必要だと言われています。

現代の学校保健活動は，保健管理に留まらず，保健教育を重視す
る姿勢が求められており，そのために学校医・学校歯科医は，子ど
もたちへの集団的な保健教育・指導に限らず，個別的な健康相談に
応じる機会が増加しています。このような状況下においては，子ど
もたちの身体面だけでなく，精神心理面の健康についても理解し対
応していくことが必要になってきます。また，児童生徒の心のひず
みなどに関係して，歯および口腔領域にも問題ある症状・所見が現
れることが知られており，児童生徒の健康管理面からもその関係を
十分理解し，健康診断や保健指導に対処することも必要です。

昨年，神奈川県で開催された第７２回全国学校歯科保健研究大会に
おいても，サブテーマとして『こころとからだの健康……「生きる
力」を基盤として』が謳われ，学校歯科保健関係者から子どもたち
の「こころの健康」について注目が集まりました。

そこで，今回は特集のテーマとして「児童生徒のメンタルヘル
ス」を取り上げ，現代の子どもたちの行動や思考と，「こころの
窓」のひとつである歯・口腔の症状等との関係について考えること
にいたしました。

まず総論として，現代の児童生徒の行動や思考についての知見
を，専修大学文学部の吉田弘道先生に述べていただきます。次に各
論として，精神・心理面の視点から顎口腔系の機能との関係を，大
阪大学大学院歯学研究科の加藤隆史先生ならびに東京ベイ・浦安市
川医療センターの神山 潤先生に解説していただき，こころの変化
と唾液との関係を明海大学歯学部の渡部 茂先生に解説していただ
きます。さらに，学校現場での取り組みの事例として，学校歯科医
でありスクールカウンセラーでもある車田文雄先生には，臨床心理
の専門家であるカウンセラーの役割とカウンセリングを通した児童
生徒に対する取り組みを述べていただき，また，養護教諭の松本恵
子先生には，児童生徒の心理面を配慮した歯・口の健康つくりの実
践的取り組みを報告していただきます。
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1.はじめに

2.親子関係

文部科学省が実施している「学校基本調査」の報
告によると１），平成１９年度中に不登校を理由に年間
３０日以上欠席した児童生徒は，小学生で２３，９２６人，
中学生で１０５，１９７人である。どちらも前の年に比べ
て増加しており，全体に占める割合も小学生で
０．３４％（２９８人に１人），中学生では２．９％（３４人に１
人）と増えている。また，文部科学省の平成１８年の
報告では，通常学級に通学している小学生と中学生
を対象とした調査で，小学生の０．８１％，中学生の
０．４０％に学習障害（LD），注意欠陥・多動性障害
（ADHD），高機能自閉症の疑いがあるとされてい
る２）。他にも同じ調査で，特別な教育的配慮が必要
な子どもは，小学生で２．３５％，中学生で０．９６％と報
告されている。この調査は専門家による判断ではな
いために結果の読み方において注意が必要である
が，普通学級を担当している教師の見方の実態を反
映しているともいえる。

なお，この報告にある特別な教育的配慮が必要な
子どもの中に，親からの虐待を受けている子どもが
含まれている可能性があるので，そのことも念頭に
おいて子どもたちに対応する必要がある。

このほか精神科領域の調査では，小学生全学年を
対象とした調査で臨床的に有意な得点だったもの
は，身体的訴えのある子ども約４％，不安・抑うつ

約６％，ひきこもり約６％との報告がある３）。以上
の資料からは，児童生徒全体の３％，多くて５，６％
の子どもたちに配慮が必要であることが予想される。

ところで，このような資料は現代の児童生徒のこ
ころの状態の一端を知る上で有益ではあるが，子ど
もたちにかかわる者にとっては，子どもたちの生活
状態や親子関係，友達関係，勉強への取り組み等に
関する意識について全般的に知っておくことも必要
である。そこで，本稿では，児童生徒の生活状況と
意識に関するいくつかの調査資料を参考にしなが
ら，こころの状態をみていくことにしたい。

１）食生活から
食生活からみていくと，親子関係がみえてくるこ

とがある。朝食を食べているかどうかについて平成
１３年度と２０年度を比較すると，小学校６年生で，毎
日食べる子どもは，７６．０％から８７．１％へと増えてい
る。中学校３年生でも，７０．５％から８１．２％へと増え
ている。この動きと連動して，全く食べない子ども
は，小学校６年生で，２．１％から０．８％へと減少して
いる。中学校３年生でも，同じく４．４％から２．３％へ
と減っている４）。他の平成１７年度の調査でも，小学
生は，男女で多少の違いはあるが８５～８６％の子ども
が必ず朝食を食べている。中学生も，８１％が必ず食

学識者の立場から
総 論

現代社会と児童生徒の「こころ」
―児童生徒の生活と意識調査から―
吉田弘道 専修大学文学部 心理学科 教授

児童生徒のこころの特徴を理解するために，文部科学省，内閣府，NHKなどの調
査報告を参考に，生活状態や親子関係，友達関係，勉強への取り組み等に関する意識につい
て概観した。調査報告からは，①親子関係と友達関係は全体的には安定しているものの，両
方において以前の調査と比べて関係が疎遠になる傾向がある，②今の生活を大切にし，将来
も頑張らずに，身近な人となごやかに生活することを望んでいる，③自己イメージは自己主
張が強く，しかし，表立って競争的ではなくてのんびりしていて，個人主義である，との特
徴が抽出された。またこれらの特徴については，児童生徒の親世代との共通点も確認され
た。このことから，児童生徒，特に中学生と高校生に接する際には，彼らの後ろにいる親の
志向性も含めて対応を迫られることについて言及した。

要約
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べている５）。中には，朝食を欠く子どもの割合が増
えているとの報告もあるが６），前述の資料をみる
と，児童生徒の朝食についての食生活は改善されて
きているといえる。

ところで，食事は栄養摂取として意味があるだけ
ではない。親が子どものために用意する食べ物は親
の愛情の表現であり，食事の時間は親子のかかわり
の機会でもある。平成２０年の調査では４），普段朝食
のとき家族と一緒に食べている割合は，「食べてい
る」「どちらかといえば食べている」と回答したも
のが，小学６年生で６０．６％，中学３年生で４１．５％で
ある。「全く食べていない」と回答したものは，小
学６年生で１８．１％であり，「あまり食べていない」
も含めると３９．３％である。中学３年生では，「全く
食べていない」３６．０％であり，「あまり食べていな
い」も含めると５９．４％である。

朝食のときは家族が忙しいから難しいとしても，
それでは夕食はどうか。「食べている」「どちらかと
いえば食べている」と回答したものが，小学６年生
で８７．７％，中学３年生で８０．３％である。「全く食べ
ていない」と回答したものは，小学６年生で３％で
あり，「あまり食べていない」も含めると１２．０％で
ある。中学３年生では，「全く食べていない」が６．０
％であり，「あまり食べていない」も含めると１９．６％
である。

ひとりで食べる食事を「孤食」というが，この孤
食を早くから取り上げたのは足立ら（１９８３）（昭和
５８年）の報告である７）。その調査では，夕食をひと
りで食べる子どもが小学校５年生で約９％いるとと
もに，ひとりで食べている子どもの多くが食事を「つ
まらない」「淋しい」と感じていることが報告され
ていた。その後厚生省が平成５年に行っている調査

をみると，子どもだけで夕食を食べている割合は，
昭和５７年，６３年の３．９％から平成５年の４．３％へと増
加している８）。その後足立らは再び小学校５，６年
生を対象に調査を行っているが，夕食をひとりで食
べている子どもは約７％とやや減少している（足立
ほか，２０００）９）。

このような資料をみてくると，多くの子どもたち
は親と一緒に夕食を食べているのであるが，孤食の
子どもたちも１２％から２０％近くいることになる。ひ
とりで食べる食事は美味しくないし，淋しいもので
ある。中には，朝食をひとりで食べている時が一番
楽しいとする子どもが約１６％，夕食では約８％いる
との報告もあるが（足立ほか，２０００）９），そのように
思う子どもたちのこころと，対人関係はどうである
のかと心配になる。ちなみに，孤食の多い中学生
は，家族と食事を食べる機会が多い子どもに比べ
て，いらいらする，気が散る，大声を出したい，不
安になる，などの症状を感じることが多いことが報
告されている（小西ほか，２００１）１０）。

２）親子のつきあい
「平成２０年版青少年白書」１１）にまとめられている，

内閣府が実施した９歳から１４歳までの子どもを持っ
ている親の調査結果をみると，平日に親が子どもと
過ごす時間は，父親では，「３時間以上」が平成１２
年の８．３％から５．４％へと減じる一方で，「１～２時
間くらい」が３０．５％から３３．８％へと増え，「ほとん
どない」は１４．１％から２３．３％へと増えている。母親
では，「３時間以上」が３２．０％から２５．３％へと減じ
る一方で，「３０分くらい」が１２．９％から１５．６％，「ほと
んどない」が２．０％から３．８％へと増えている（表
１）。

表１ 平日の親子の接触時間
父親 （％）

ほとんどない １５分くらい ３０分くらい １時間くらい ２時間くらい ３時間くらい ４時間以上 無回答
平成１２年 １４．１ １６．６ ３０．３ ２１．４ ９．１ ５．０ ３．３ ０
平成１８年 ２３．３ １４．７ ２１．９ ２４．１ ９．７ ４．１ １．３ ０．９

母親 （％）

ほとんどない １５分くらい ３０分くらい １時間くらい ２時間くらい ３時間くらい ４時間以上 無回答
平成１２年 ２．０ ３．６ １２．９ ２８．６ ２０．８ １５．７ １６．３ ０．２
平成１８年 ３．８ ４．８ １５．６ ２８．９ ２０．３ １３．３ １３．３ １．２
内閣府「平成 20 年版青少年白書」11）より
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3.友達関係

このように，子どもが親と一緒に過ごす時間が短
くなる傾向にあるが，これには労働時間の延長が影
響している可能性がある。NHK が１０年ごとに行っ
ている生活時間調査によると１２），男性の場合，「１０
時間以上働いている」割合が平成７年の２５％から平
成１７年には３２％に増えている。「８時間以上１０時間
未満」が３５％から３３％へと減っているので，働く時
間が延びていることがわかる。また１０時間以上働い
ている男性の割合を年齢別にみると，３０代の４６％，
４０代の４０％となっており，子育て中の父親の帰宅時
間が遅くなっているといえる。ちなみに，内閣府の
発表資料をもとに父親の帰宅時間を平成１３年と１９年
とで比較すると，１９時までに帰宅している割合が
３９．５％から２６．１％に減る一方で，２１時以降は２４．７％
から３１．０％へと増えている。働いている母親の帰宅
時間も遅くなっており，１８時までに帰宅している割
合は７２．０％から６４．８％に減っている１１）。

このように，親子が一緒に過ごす時間が短くなる
傾向は，どのような影響を及ぼすのであろうか。平
成２０年度の調査では，家の人と学校での出来事につ
いて話す程度は，「ある」「どちらかといえばある」
を合わせて，小学６年生で６９．３％，中学３年生で
５８．１％である。これに対して「あまりない」「全く
ない」は，小学６年生で３０．６％，中学３年生で４１．７％
である４）。

これらの数値をどう考えるかであるが，小学生の
「家の人と話さない」割合３０．６％は多いように思え
る。ちなみに，平成１８年度の内閣府の報告１１）では，
子どもが困っていることや悩んでいることを知って
いる割合は母親６５．１％，父親３１．４％と報告されてお
り，親は子どもの悩みを知らないことが多いといえ
る。同じ時期に実施された内閣府の他の調査１３）で
も，子どもからみて「（親が）自分の気持ちをわ
かってくれている」に対して「あてはまらない」と
答えている子どもは，母親について小学校４～６年
生で１７．８％，中学生１～３年生で２１．９％，父親につ
いては小学生２７．７％，中学生３８．４％である。

このように，子どもからみて親は子どものことを
わからないと思われている割合が高いのであるが，
以下に示すような親子のずれも報告されている。す
なわち，平成１４年に行った中高生を対象とした調
査１４）では，「親は私のことをよくわかってくれてい
る」について，子どもの方は「わかってくれる」と

答えているにもかかわらず，親はそう思っていない
のが，中高生で，父親について３９％，母親について
３６％あったというのである。この結果は，子どもは
親が思っている以上に親に理解されていると思って
いることを示している。

どうしてこのようなずれが生じているのかという
と，昭和５７年（前述の調査の２０年前）に実施した同
じ調査結果と比較すると，「子どものことをよくわ
かっている」は，父親で５５％から３２％に，母親で７０％
から５１％へと減っているのに対して，子どもの「（親
は）わかっている」という回答は，中学生の父親に
ついて６８％から６２％，母親について７７％から７８％と
大きな変化がないからであるという。このようにみ
てくると，親が子どもを理解できなくなってきてい
ると解釈したほうがよいようである。このことは，
同じ調査で明らかにされている，「子どもに厳しく
接しなくなり」，「ぶつからない親子関係になってき
ている」という見方１４）とも一致している。親子関係
が疎遠になってきているのかもしれない。

文部科学省の調査結果４）によると，「学校で友達に
会うのが楽しい」と答えている子どもは，「どちら
かといえばそう思う」も加えると，平成２０年度で小
学６年生で９６．３％，中学３年生で９４．７％である。と
ころがその一方で，「どちらかといえばそう思わな
い」「そう思わない」と答えている子どもも，小学
６年生で３．６％，中学３年生で５．３％いる。多くの子
どもたちが，友達関係を楽しんでいるが，その一方
で楽しめない子どもたちがいることも知っておく必
要がある。

中高生を対象とした調査でも，友達関係が重視さ
れていることには変わりがない１４）。ところが，「悩
みごとや心配ごとを相談するとしたら主にだれに相
談するか」の問いについてみると，「友達」と回答
しているものが５９％，次いで「母親」が２１％となっ
ている。このように，友達の方が重視されているの
は年齢を考えると普通のことである。ところがこの
結果を２０年前の昭和５７年のものと比較してみると，
「友達」は６７％から５９％へと減少し，逆に「母親」
は１６％から２１％へと増加しているのである。この結
果については，調査の実施者は，友達関係がやや距
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4.学業，将来への想い，自己イメージ
離のあるものへと変わり，重要視されながらも以前
よりも密でなくなっているのではないかと考察して
いる。なおこの質問でも，「相談する人がいない」
と回答したものが１％から５％へと増えており，文
部科学省の調査結果４）とも一致している。

ところで，男女交際についてみると，「つきあっ
ているボーイフレンド・ガールフレンドがいる」の
は，高校生で２１％，中学生で６％である１４）。「キス
をしたことがある」は，高校生で３４％，中学生で６％
である。性交経験は，東京都の調査１５）によると，平
成１７年で，中学男子４．３％，女子９．８％，高校男子
３５．７％，女子４４．３％である。平成１１年の５．３％，３．３
％，３７．８％，３９％と比較すると，男子の変化は少な
いが女子の変化が大きい。

このような変化は母親の考え方の影響を受けてい
る可能性がある。というのは，中高生の調査１４）で，
「結婚式までは性的まじわりをすべきでない」の問
いに対する「そう思う」の回答の推移をみると，昭
和６２年から平成１４年までの間で，中学生は２０％から
１１％へ，高校生は２０％から１０％へと減少しているの
であるが，同じ質問に対する父母の回答は，父親で
は３８％から１５％へと変化したのに対して，母親では
４８％から１６％へと大きく減少しているのである（図
１）。ここにも親世代の考え方が子どもの考え方に
影響している可能性をみることができる。

１）勉強時間
文部科学省の平成２０年度の調査では，平日に学校

以外で勉強する時間は，「２時間以上勉強する」
が，小学６年生で，平成１３年の１４．９％から平成２０年
の２５．９％へと増えている。中学３年生でも，２２．４％
から３５．８％へと増えている。また「全く勉強しな
い」は，小学６年生で１０．６％から４．５％，中学３年
生で１７．１％から７．６％へと減じている４）。

この結果をみると，学習時間が総じて増えている
ようにみえるが，小学生から高校生までを対象とし
た平成１７年の NHK 調査１２）では違ってくる。すなわ
ち，小学生は１年から６年までの平均値であるの
で，「全くしない」２１％，「２時間以上する」１４％で
あるのは無理もないが，中学生１～３年で「全くし
ない」２６％，「２時間以上する」３０％，高校１～３
年で「全くしない」３７％，「２時間以上する」３６％
である。中高生を対象とした平成１４年の調査１４）で
も，「ほとんど勉強しない」は，中学生１７％，高校
生４１％，「２時間以上勉強する」は，中学生３４％，
高校生２６％であり，平成４年の調査結果よりも，「勉
強しない」が増え，「２時間以上勉強する」が減っ
ている。調査を学校で行った文部科学省の調査方法
との違いが表れているのかもしれないが，単純に「勉
強するようになった」とはいえないかもしれない。

２）意欲と将来への想い
NHK が中高生を対象に行った平成１４年の調査１４）

に基づいて勉強に対する意識をみると，「一生懸命
勉強すれば，将来よい暮らしができる」の問いに対
して，中学１年生は６４％が肯定しているが，高校３
年になると４６％に減っている。そして，「そう思わ
ない」が高校３年生では４４％と増える。それでは
「他人に負けないように頑張る」の問いでは，中学
生では，平成４年に５２％あったものが平成１４年では
４４％に減っている。高校生でも，４４％が３４％に減っ
ている。なお，この二つの問いに対する回答は，父
母についても同じ傾向がみられている。

では，どのような生き方を中高生は望んでいるの
か。「その日その日を楽しく過ごす」は，中学生４５
％，高校生３６％，「身近な人たちと，なごやかな毎
日を送る」では，中学生３１％，高校生４４％が肯定的

図１ 「結婚式までは性的まじわりをすべきでない」の
結果（％）
（NHK「中学生・高校生の生活と意識調査」１４）より）
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5.まとめ

に答えている。これに対して，「しっかりと計画を
立てて，豊かな生活を送る」では，中高生ともに１５％
と低い。このような結果は，のどかな生活を望んで
いるので，「大人になりたくない」と答える中高生
が５６～５７％いるとの結果とも重なってくる。ほかの
調査項目からは，ストレスは少なく，不安や衝動性
も低いとの結果も得られている。以上の結果から
は，今を楽しみ，体の不調を訴えることは少なく，
衝動的，不安定な状態を示すことは少ないという中
高生の姿が浮かびあがってくる。

ただし，このような傾向の中で注目しなければな
らないことは，「学校に行く気がしない」に「よく
ある」と答えている生徒が，平成１４年で中学生
５％，高校生１０％もいるという点である。この結果
について調査者は，勉強観や人生観などの価値観を
含めて考えなければならないと考察している。

３）自己イメージ
中高生について，自己イメージを協調型か自己主

張型かと問うと，中学生は，協調型（５２％）が自己
主張型（４２％）よりわずかに多いが，高校生になる
と自己主張型と協調型が拮抗する（どちらも４６
％）１４）。ただし，年次推移をみると，平成４年と平
成１４年を比べると，自己主張型が，中学生で３９％か
ら４２％へ，高校生で４２％から４６％へと増えている。
また，競争型かのんびり型かと問うと，中学生は競
争型が４４％，のんびり型が５２％，高校生は，３４％，
６１％である。ほかに社会型か自分生活型かと問う
と，中学生は社会型２１％，自分の生活型６９％，高校
生１６％，７４％である。

全体的には，自己主張が強く，しかし，表立って
競争的ではなくてのんびりしていて，個人主義であ
るということになる。いうなれば自己満足型・自己
愛型の自己イメージを持ち合わせているといえる。

以上述べたことをまとめると，以下のようになる。
すなわち，①親子関係と友達関係は，全体的には

安定しているものの，両方において以前の調査と比
べて関係が疎遠になる傾向がある，②今の生活を大
切にし，将来も頑張らずに，身近な人となごやかに
生活することを望んでいる，③自己イメージは自己

主張が強く，しかし，表立って競争的ではなくての
んびりしていて，個人主義である，というものであ
る。

私たち大人は，全体的にみると，児童期・思春
期・青年期において彼らのような親子関係や友達関
係，人生感，自己イメージをもって生きてきた経験
がない。しかし，彼らの親世代は，かつては違った
かもしれないが，現時点では彼らの人生感に近いも
のを持っているのである。私たちは，これまでに経
験したことがない児童生徒，特に中学生と高校生に
接することになるが，その場合には，彼らの後ろに
いる親の志向性も含めて対応することを迫られるの
である。
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1.はじめに

2.口腔習癖

児童生徒の顎口腔系は，歯の萌出・交換や顎骨や
咀嚼筋の成長時期であり，獲得した咀嚼や嚥下など
の顎口腔機能が成熟する過程にある。顎口腔系の運
動は，咀嚼や嚥下，発語などの生理的な運動と，意
味を持たないように見える非機能的な運動（パラ
ファンクション），さらに病的な異常に起因する異
常運動に大きく分類できる。本稿では，非機能的な
顎口腔運動として昼間の口腔習癖や夜間の呼吸の状
態や咀嚼筋活動を取り上げ，成長発達期にある児童
生徒の「こころ」との関係について解説する。

口腔習癖は，吸指癖，吸舌・唇癖，咬唇癖，咬爪
癖，異常嚥下，口腔自傷，噛みしめ習癖，口呼吸な
どを含めた顎口腔系で観察される様々な非機能的運
動である１）。顕著な口腔習癖は，顎口腔形態の異常
や，本来の顎口腔機能獲得の障害の原因となる。一
般に，習癖とは，過去に獲得した行動が残存，もし
くはその一部分が発達したもので，自分自身では気

づかないことが多い２）。また，ストレス，欲求不
満，不満足，緊張という心理的状態だけでなく，退
屈や疲労，くつろぎ，無目的な状態でも口腔習癖は
生じ得る２）。いずれの心理状態も無思考・無意識に
陥りがちで自動的な行動が生じやすいからと思われ
る。

咬爪癖は，４歳頃から学童期にかけて増加し，１０
代でも残存する１，３）。この習癖を有する子どもは，不
安，ストレス，孤独，恐怖を感じると爪を咬む。ま
た，青少年期に入ると，咬爪癖は，舌や鉛筆等の物
を咬む習癖や，鼻を掻く，髪の毛をいじるなどの習
癖へと移行することもある１，３）。咬爪癖や物を咬む習
癖は，叢生，捻転，咬耗，上顎前歯部の突出など不
正咬合をもたらす。噛みしめ習癖や歯ぎしり習癖
は，ストレスや不安との関連が指摘されており，歯
の咬耗や顎関節様症状，頭痛を引き起こすことがあ
る。６０％近い児童生徒が何らかの口腔習癖を有し，
孤独感・過保護・母子家庭・コミュニケーションの
問題が，口腔習癖を有する児童生徒で多いことやア
レルギーなど健康に何らかの問題を抱える児童生徒
でも口腔習癖を有することが多いことが報告されて
いる４）。

学識者の立場から
各論①

顎口腔系の機能との関係

加藤隆史＊ 大阪大学大学院歯学研究科 統合機能口腔科学専攻
高次脳口腔機能学講座（口腔解剖学第二教室）講師

神山 潤＊＊ 東京ベイ・浦安市川医療センター センター長

顎口腔系の運動は，いわゆる生理的な運動（咀嚼や嚥下）と，そうではない非機能
的な運動（パラファンクション），さらに病的な異常に起因する異常運動に大きく分類でき
る。非機能的な顎口腔運動として，昼間の口腔習癖や夜間の歯ぎしりが取り上げられ，これ
らは精神心理状態との関連がしばしば指摘されてきたが，精神心理が非機能的な顎口腔運動
に作用する生理機構は未だ明らかではない。その一方で，「こころ」と「眠り」の相互作用
があることや，さらに顎口腔機能・形態と「眠り」の質や「こころ」との相互関係も存在す
る可能性が示唆されている。したがって，非機能的な顎口腔運動を有する児童生徒の「ここ
ろ」の背景に，顎口腔機能の獲得や形態の成長発達・睡眠・生活様式など多種多様な要因が
絡み合っていることを念頭において，個々の児童生徒への対応を考えることが重要と思われ
る。

＊
要約

＊＊
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3.眠りの重要性

異常嚥下癖（舌突出嚥下）は，乳児期に獲得した
嚥下機能が，乳歯列期や混合歯列期になっても残存
したものと考えられる１）。異常嚥下癖が持続する要
因として，吸指癖や咬爪癖，鼻閉などの上気道の狭
窄，前歯部開咬などの不正咬合が挙げられてい
る１，５）。

口呼吸は，鼻腔が狭窄し鼻呼吸が難しい場合に，
口腔を代替経路として獲得した呼吸である１，５）。鼻腔
や上気道の粘膜炎症が鼻閉やアデノイドの肥大を引
き起こすので，鼻炎の子どもはしばしば口呼吸をす
る１，５）。また睡眠中の口呼吸は，いびきや閉塞性睡眠
時無呼吸症候群のリスクになる。これは，口を開け
ると，下顎が後退し咽頭周囲の気道を狭めるからで
ある６）。また，口呼吸の子どもでは，咬爪癖，咬舌
癖など複数の口腔習癖を有することもあり，口輪筋
の緊張低下が上顎前突をもたらすとも考えられてい
る５）。

我々は人生の３分の１もの時間を睡眠に費やして
いる。睡眠の役割として，脳や体の疲労回復，記憶
の定着，免疫機能の維持，成長や脳の神経回路の発
達などが挙げられる６）。それゆえ「良い眠り」が子
どもの「こころ」と体の成長発達にとって必要不可
欠であることは想像に難くない。

朝起床して夜就寝する生活の基本リズムは，概日
リズム（生理現象や行動が変動する約２４時間周期の
リズム）と大きな関係がある６）。生理的な基本リズ
ムは，昼間に受容する光刺激が松果体に伝えられ，
「いつ睡眠をとるか」を決定するメラトニンという
ホルモンが分泌されることによって形成される。ま
た，成長ホルモンやコルチゾールなど様々なホルモ
ンが概日リズムに従ってそれぞれのタイミングで分
泌量が増減する６）。

就寝して眠りに落ちると，浅いノンレム睡眠から
深いノンレム睡眠へと移行し，いわゆる熟睡状態に
なる。その後，睡眠はノンレム睡眠から，夢をよく
見るレム睡眠へと変わる。脳内にあるセロトニン，
ノルアドレナリン，アセチルコリンなどの神経伝達
物質をもつ脳神経細胞の活動のバランスが変化する
ことによってノンレム睡眠やレム睡眠が生じる６）。
ノンレム睡眠からレム睡眠へ約９０～１２０分程度を要

するが，この周期を「睡眠周期」といい，一晩に数
回繰り返される。また，深いノンレム睡眠は，眠り
の前半の睡眠周期で多く，眠りの後半の睡眠周期で
はレム睡眠が多い６）。さらに，成人と比べて子ども
ではもともと深いノンレム睡眠が多いが，成長・加
齢と共に減少する。

つまり，生理学的知見から，子どもがぐっすり眠
りスッキリと目覚められる，健康な「眠り」を確保
するには，概日リズムに適った生活リズム（就寝す
るタイミング）と，ひと晩の睡眠の構成（量と質）
が重要である７）。逆にいうと，不健康な睡眠では上
述の生理機能のバランスが崩れてしまう。ちなみ
に，成人で１週間から２週間，実験的に睡眠時間を
制限すると，ストレスホルモンの分泌増加，インス
リン分泌能の低下，交感神経活動の亢進，食欲増進
ホルモンの増加が起こる。つまり，ストレス，高血
圧，糖尿病，肥満などを引き起こす可能性を高める７）。

普段の「眠り」の質と量が十分でない子どもで
は，攻撃性の増加，忍耐力の低下，悲観的思考，集
中力の欠如，意欲低下，思考能力の低下など精神心
理や行動への悪影響が生じる７，８）。つまり，朝気持ち
よく起きれなかったり，夜よく眠れないと感じる子
どもは，イライラする，怒りっぽい，キレやすい，
気分が落ち込む，集中できない，やる気がおこらな
い，考えがまとめられない。また，夜の就寝時間が
遅く，睡眠時間が短い児童生徒では学業成績がよく
ない傾向がある。日本では，過去２０～３０年間で平均
睡眠時間が３０分程度短くなり，特に青少年では４０～
６０分と顕著に低下した。これは諸外国と比べると異
質である７）。睡眠時間の短縮は，就寝時間の後退と
も大きく関係する。児童や学童で１０時以降に就寝す
る子どもは海外では１０％にも満たないが，日本では
１０時どころか０時以降に就寝する子どもの比率が増
加傾向にあるので，生活のリズムが「夜型」へ変化
しつつあるといえる７）。

国内外の調査結果で，就寝時間を遅らせ睡眠時間
を削る状況を生み出す要因が挙げられている。例え
ば，塾通いや習い事，テレビやゲーム，携帯電話に
長時間時間を費やす，両親が仕事で帰宅が遅いな
ど，子どもの生活様式や家庭環境による影響が大き
い７）。したがって，生活様式や家庭環境に起因する
不適切な「眠り」しか得られない子どもが少なから
ずおり，不適切な「眠り」が長期的に及ぶと，精神
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4.閉塞性睡眠時無呼吸症候群
（Obstructive sleep apnea syndrome：OSAS）

5.歯ぎしり（睡眠時ブラキシズム）

心理や身体に悪影響を及ぼしかねない７，８）。
一方，適切な「眠り」を得られる環境にあって

も，睡眠の異常（睡眠関連疾患）によって十分な睡
眠を得られないケースがある。その代表例が次に解
説する閉塞性睡眠時無呼吸症候群である。

OSAS は，夜間に一時的な呼吸の停止が何度も起
こる睡眠時呼吸異常である９）。

睡眠中，全身の筋と共に咀嚼筋や舌筋も弛緩する
ので，下顎や舌が咽頭方向へ沈下し，咽頭腔を圧迫
するので，睡眠中は起きているときよりも上気道が
狭い。したがって，肥満による舌や咽頭周囲の脂肪
蓄積，扁桃腺やアデノイドの肥大，巨舌や小顎症，
中顔面低形成などの形態的条件をもつ子どもは，睡
眠中にいびきが生じたり，上気道が閉塞して呼吸が
頻回に止まりやすくなる９，１０）。呼吸が止まると体内
の酸素が欠乏し，これを危険信号として脳が睡眠か
ら脱して，咀嚼筋や咽頭周囲の筋活動を上昇させ，
閉塞した気道を開放し呼吸を整える，という一連の
防御反応が頻繁に生じるので，十分に深い睡眠をと
ることができない。

OSAS は約２％程度の児童生徒で認められる９，１１）。
一般的に，扁桃肥大が著名となる３～６歳ごろが発
症のピークとなる。OSAS を有する子どもは，大き
ないびきが特徴である。また親は呼吸停止が気にな
り，子どもの体をゆすって呼吸の停止を終わらせよ
うとすることがある。OSAS 患者では家族性が指摘
されており，これは顎顔面の形態的特徴が両親から
遺伝することや，子どもが親と生活習慣・食習慣を
共有することがその原因と考えられている。

子どもの OSAS は，アデノイドや扁桃腺の摘出
手術によって改善されることが多い９，１１）。また，中
顔面低形成による上顎歯列や鼻腔の狭窄も上気道を
狭める原因なので，矯正治療で上顎歯列の側方拡大
を行うと OSAS が改善することがある。またアレ
ルギー性鼻炎も鼻閉やアデノイドの肥大を引き起こ
すため，OSAS 症状を悪化させると考えられている。

子どもの OSAS 患者では，認知障害，学習障
害，注意欠陥や多動性，攻撃的行動といった問題を
抱えることが多い９，１０）。これは OSAS 患者では，呼
吸の低下や停止によって眠りの質や量が低下して，

睡眠不足状態になるため，日中に非常に強い眠気や
疲労感を感じ，気分や心理，行動に悪影響を与える
ためだと考えられる９，１０）。また，OSAS の子どもで
は，頭痛を訴えることもあるが，これは睡眠中の血
中の酸素量の低下に起因している。OSAS に起因す
る頭痛は午前中のうちに軽減・消退することが多
い。

睡眠時ブラキシズムは，強い閉口筋活動が頻繁に
歯ぎしり音を伴って生じる睡眠関連運動異常症であ
る１２）。

睡眠中の脳波や心電図，咀嚼筋の活動を記録する
と，歯ぎしりの前に脳活動や心拍数の上昇が認めら
れる。つまり，歯ぎしりは，睡眠中に脳が一時的に
活性化し，咀嚼筋が収縮することによって生じ
る１２）。睡眠中は咀嚼筋の緊張が低下するので上下の
歯が接していないが，咀嚼筋が収縮する結果，上下
の歯が擦りあわされて歯ぎしり音が生じる。また，
正常な睡眠でも歯ぎしりが生じるので，必ずしも睡
眠不足状態をもたらさない点で OSAS とは異な
る１２）。しかし，睡眠の質が低下すると，脳の活性化
や咀嚼筋の収縮が起こりやすくなるので，歯ぎしり
をする子どもの中には眠気を訴える子どももい
る１３）。

歯ぎしりは，子どもの１０～４０％で発生する。性差
はほとんどないが，年齢ごとに発生頻度が異なる１３）。
例えば，２歳児では約１０％程度，学童期では２０～
４０％程度，青少年になると１０数％程度になる。ちな
みに成人では５～１０％，６０歳以上になると２～３％
へと低下する１２，１３）。

子どもの歯ぎしりの発生を高めると思われる要因
がいくつか報告されている１４）。夕食後のスナッ
ク，１日３時間以上のゲーム遊び，習い事や塾通い
などの生活習慣や，仕事を持つ母親がいる，親の帰
宅が夜１１時以降になるなどの家庭環境が挙げられ
る。また，就寝時に親と離れることへの不安感，逆
に就寝時に親と一緒にいることへの不安感，日常生
活でのストレスも歯ぎしりの発生を高める可能性が
ある１３，１４）。成人では，歯ぎしりの増加とストレスの
増加に関係があったのは歯ぎしり患者の８％のみな
ので，心理的要因と歯ぎしりの関係には個人差があ
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6.まとめ

るといえる。また，歯ぎしりを頻繁にする子どもで
は，多動性や注意欠陥の傾向が高い１３）。しかし，今
のところ子どもの歯ぎしりと精神心理的因子，行動
との関係は生理学的に明らかにされていない。

歯ぎしりは基本的に良性で，成長と共に漸減す
る。しかし，頻繁で激しい歯ぎしりは，歯の咬耗
や，咀嚼筋や顎関節に負荷がかかり顎関節症や頭痛
を引き起こす可能性がある１３）。歯ぎしりによる頭痛
は午前中で消退するが，側頭筋の筋疲労に起因する
ので，OSAS 患者の頭痛とは質が異なる。

歯ぎしりは，子どもで発生頻度が高い睡眠関連疾
患，たとえば睡眠時遊行症（夢遊病），夜尿症，寝
言，を伴うことが多い１３）。また，いびきや閉塞性睡
眠時無呼吸症候群の子どもは，しばしば歯ぎしりを
する。扁桃腺摘出術を受けた小児の OSAS 患者で
は，術前に自覚していた歯ぎしりが減ったという報
告があるので，OSAS の子どもで歯ぎしりを伴う場
合，OSAS を治療すると歯ぎしりが軽減するかもし
れない１３）。

「こころ」の状態は，昼間の口腔習癖や夜間の歯
ぎしりの活動に何らかの影響を与えることは多くの
報告から間違いないと考えられる。そして，「ここ
ろ」やからだの健康と「眠り」が表裏一体であり，

「口」の機能や形態が「眠り」に影響を与えること
は，「こころ」と口腔習癖や歯ぎしりとのつながり
を考えるうえで重要と思われる。また，口腔習癖や
OSAS を有する児童生徒では，上気道の狭窄をもた
らす顎口腔形態がしばしば認められる。

生活習慣の是正や OSAS の治療によって「眠
り」を改善すると，健康な「こころ」を取り戻し，
口腔習癖や歯ぎしりの悪化を防ぐことができるケー
スもありうると考えられる。したがって，個々の児
童生徒の多種多様な要因（顎口腔機能の獲得や形態
の成長発達・睡眠・生活様式など）がどのように絡
み合っているか理解してそれぞれの要因を改善する

ことが，口腔習癖や歯ぎしりのコントロールや顎口
腔系への悪影響に対するマネージメントの一助にな
ると考えられる。
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1.口腔はサイフォン 2.口腔内の唾液量

安静時，口腔内には１分間に平均約０．３ml の唾液
が分泌されています。子どもの場合（１５歳未満），
唾液分泌は唾液腺の発育程度に関係するので，若干
成人より少なく報告されています。その唾液は顎下
腺，耳下腺，舌下腺唾液の混合ですが，安静時では
顎下腺唾液が多く約７０％，耳下腺唾液が約２５％（両
側）です１～３）。この唾液，出続けていると口腔にあ
ふれてしまいますが……。

Dawes はヒトの口腔をサイフォンに例えまし
た。容器の中に給水した水が一定ラインに達すると
自然に排水が起こり，容器が空になると再び給水が
始まる，あのサイフォンです。しかしヒトが嚥下を
行っても多少は口腔に唾液が残りますので，サイ
フォンの排水口は容器の底ではなく，少し上につい
ています（図１４））。すなわち口腔に甘いものが入る
と，唾液が分泌されてすぐ嚥下（排水）がおこり，
多少の唾液が口腔に残ります。そこにまた唾液が溜
まって嚥下が起こる。というように，嚥下を境にし
たこのサイクルが延々と繰り返されることにより，
口腔の糖の濃度は次第に希釈されていくのです。

このサイクルが口腔環境にどのように影響してい
るのでしょうか？嚥下を区切りとして，嚥下直前の
口腔に停滞する唾液量（Vmax），嚥下直後の口腔
に残留する唾液量（Resid），１回の嚥下量を求めま
した。その結果，図２に示すように，健康な成人で
は平均すると，Resid は０．７７ml，Vmax は１．０７ml，
生理的嚥下は約２６秒に１回起こり，その嚥下量は約
０．３ml でした５）。小児（５歳児）の場合も図に示し
ました２）。Vmax，Resid が平均値より多いと，口腔
の浄化は遅くなることがコンピュータシミュレー

学識者の立場から
各論②

こころの変化と唾液

渡部 茂 明海大学歯学部 形態機能成育学講座 口腔小児科学分野 教授

口腔内に分泌された唾液はフィルム状になって歯や粘膜を覆い，ゆっくりと移動し
ている。その間に口腔の細菌や汚れの一部は唾液中に拡散し，やがて嚥下されることによ
り，口腔外に排出される。残留した唾液と汚れは引き続き分泌される唾液によって浄化さ
れ，この繰り返しのリズムが健康な口腔環境の恒常性に大きく影響している。
健康な口腔は健全な日々の生活によって保たれるが，近年，子どものストレスによる健康

阻害が多く報告されている。心のバランスが崩れると，時には身体全体のリズムを乱し，口
腔のバランスをも失ってしまう場合がある。このストレスに応答して生体はホルモンを分泌
するが，これは唾液にも分泌されていることが最近明らかにされている。子どもたちの口腔
環境の悪化，唾液中のストレスホルモンの検出は，子どもたちの受けている心のダメージを
伝えるサインとして考えることができるのである。
唾液は私たちの生活の身近にあり，口腔や身体の重要な機能に貢献していながら，その正

体は意外と知られていない。本稿では，口腔環境にかかわる唾液と嚥下のメカニズム，唾液
中の精神ストレス因子について解説する。

要約

口腔はサイフォンに例えられる。生理的嚥下直後
（RESID）と嚥下直前（VMAX）の状態を示す。

図１ 生理的嚥下と口腔内唾液量
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3.こころの変化を表す唾液

4.ストレスによる生体の応答

ションで明らかにされています。したがって，何ら
かの原因で唾液分泌速度が変化すると，このサイク
ルの効率も変化してくることになります。もし効率
が低下すれば口腔内はむし歯や口臭の蔓延しやすい
環境に変わっていきます。

健康な口腔は健全な日々の生活によって保たれま
す。健全な生活とは，三度の食事，適度な運動，十
分な睡眠，そしてなんと言ってもこころの健康に支
えられていることはいうまでもありません。でも今
の子どもたちの生活はどうなのでしょうか？

こころのバランスを狂わせるストレス，現代社会
において学校でのストレスは生活とは切り離せない
ものとなっていますが，このストレスは時に口腔の
秩序を乱したり，体の健康バランスを崩すことにつ
ながりかねません。

唾液分泌の神経支配は，交感神経と副交感神経の
二重支配を受けており，交感神経系が興奮すると，
ノルアドレナリンの働きによりタンパク質を多く含
む粘稠な唾液が分泌されます。一方，副交感神経系
興奮ではアセチルコリンが放出され，大量の水とイ
オンが分泌されます。唾液中に分泌されるタンパク
質には種々ありますが，実はストレスに反応する神
経活動に関連したタンパクが唾液中にも分泌されて

います１）。

ヒトが何らかのストレスを受けると，交感神経－
副腎皮質系並びに，視床下部－下垂体－副腎皮質系
の２つのストレス応答系の活動が高まり，ストレス
ホルモンとして，前者ではカテコールアミン，後者
ではコルチゾールが分泌されます。特に血中コルチ
ゾール上昇は糖代謝，タンパク代謝に関与してここ
ろをリラックスさせるなどの生体応答機序が確立さ
れています（図３６））。具体的には，スピーチなどの
急激なストレスでの上昇７），あるいは慢性ストレス
や長期的なストレス負荷では，起床後に急激に上昇
することが報告されています８，９）。このコルチゾール
は唾液にも分泌され，血中濃度と良好な相関が示さ
れています１０）。

一方，最近クロモグラニンＡ（CgA）という物
質もストレス指標として，唾液で検索できることが
報告されています１１，１２）。CgA は副腎髄質クロム親和
性細胞や交感神経から分泌される可溶性タンパク質
の１種で，コルチゾールが精神的，肉体的ストレス
の両方に反応する一方で，精神的ストレスにのみ反
応するという特徴を有しています。またコルチゾー
ルに比べ，ストレスに対する反応性が高く，微弱な
反応の早期検出に適しているといわれています。具

生理的嚥下を境に口腔内唾液量はこのように変化している。口腔環境
の恒常性はサイフォンが規則正しく機能することにより維持される。

図２ 口腔の唾液量



18

体例としては，歯科治療での浸潤麻酔という精神的
不安に対して，鋭敏にこころの変化を表わすことが
示されています（表１１３））。また，音楽聴取による
効果を示した研究１４），カラオケ後でストレスが緩和
されることを証明した研究１５）のほか，小児の歯科治
療前後でストレス評価を行った報告１６），あるいは顎
関節症患者の受けているストレス評価に用いた報
告１７）などがあります。

学校で子どもたちが感じているストレスは，友達
との関係（ライバル意識，嫌悪，恋愛，失恋），試
験の成績，受験，先生との関係等様々です。さらに
彼らはインターネット，携帯電話等，一昔前には想
像もつかない複雑な環境の中で毎日それらと向き
合っているのです。そして生体はこれらのストレス
に鋭敏に反応してストレスホルモンで応答していま
す。

表１ 麻酔動作前後の唾液中 CgA の変化

麻酔動作前 麻酔動作後 唾液分泌速度
（ml/min）

（pmol/ml） （pmol/ml） 前 後
Sub１ ６．３ ３．２ ０．３４ ０．３６
Sub２ １３．５ ７．２ ０．４５ ０．５３
Sub３ ９．６ ７．３ ０．２８ ０．３２
Sub４ １５．２ １５．１ ０．３９ ０．４５
Sub５ １１．３ １０．９ ０．４４ ０．５４
Sub６ ９．７ ３．１ ０．２２ ０．２８

麻酔前唾液：被験者６名に対し実験のために浸潤麻酔を行うことを告げて，目の前
で麻酔の準備を行い採取した。

麻酔後唾液：麻酔を行う真似だけをして実際は麻酔を行わないことを告げた後に採
取した。

図３ ヒトのストレス伝達のメカニズム
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5.まとめ

彼らのストレス対応の仕方のうち，アドレナリン
型のタイプでは外に対する暴力，破壊，怒り，喧
嘩，いじめ（いじめる側）などが考えられます。回
りにははた迷惑な話ですが，本人は発散という行為
でバランスをとろうとします。もう一方のコルチ
ゾール型では，朝起きられない，疲れが抜けない，
昼間ボーとする，食欲がない，等の症状が出てきま
す。そして見逃せないことのひとつに，このような
慢性のストレスが続き，それを抑制するためストレ
スホルモンの依存が長く続くと，心の安定やリラッ
クスを促進させるドーパミン，セロトニンなどの物
質を脳が正常に放出できなくなってくるということ
があります。そしてその補償として，自らが脳の栄
養である糖を摂取して血糖値をあげようとする二次
的な生体反応が起こってきます１８）。甘いものが脳に
安らぎを与えることを知ると，血糖値を上げる飲食
物（ファーストフード，清涼飲料水，甘いお菓子）
をさらに過剰に摂取するようになり，やがて食生活
のリズムが乱れ，口腔の環境にも悪影響が及んでき
ます。

ストレスと口腔環境との関連については，虐待を
受けていた子どもたちにむし歯が多く発生するとい
う報告１９，２０）があります。図４は東京都歯科医師会の
調査結果２０）で，都内の児童相談所等に入所している
被虐待児童９６名の永久歯う歯所有率を示しますが，
６，１０歳児を除き７歳児から１２歳児まで，対照群と
比較して有意に高くなっています。また同様に１２歳
児の一人平均永久歯う歯数では対照群が約２歯だっ
たのに対し被虐待児は７歯と多くなっています。こ
のデータは親のネグレクトによって子どもの生活全
般が影響を受けた結果としてみることができます。

特別な子どもだけがこうなるということでは決し
てありません。誰でもみんなストレスと戦っていま
す。ですから，誰かがストレスのために病的な状態
になったとしても，それは何も特別なことではあり
ません。われわれ大人たちは，それらのストレスの
サインとして子どもたちに現れる症状を速やかに察
知し，そしていち早く適切な解決策を講じてあげら
れるような配慮を払わなければなりません。

唾液中のストレス関連物質の種類は他にもありま
すが，それらも含めた検査の信頼性については，ス
トレスの種類，唾液採取方法，データの分析方法な
ど，今後検討しなければならない点がまだ多く存在
しています。しかし，唾液によるストレス検査は侵
襲を与えることなく気軽にできる利点があり，今後
子どものこころの変化を捉える一般検査法として確
立されてくることが期待されます。

以上，口腔内における唾液の分泌と嚥下のメカニ
ズム，心身のストレス検査としての唾液について述
べました。

学校歯科医の歴史は長く，これまで生徒の口腔健
康管理に果たしてきた功績は高く評価されていま
す。そしてその結果，現状では，むし歯のない健康
な口腔が大勢を占める時代と言われるようになって
来ています。そのことは別な角度で言えば，口腔の
状態が極端に悪いということは何か特殊な事情がそ
の子の背景にあり，それが少なくとも口腔状態に対
する大きな要因のひとつになっている，ということ
を推測させる知見と考えることもできます。なぜな

図４ 被虐待児童の永久歯う歯所有率
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ら口腔の健康は生活の健康を反映するサインとなっ
ているからです。また，われわれ歯科医のいわば専
門である唾液にも，それらの背景を探る多くの情報
が含まれていることが明らかになってきました。わ
れわれ歯科医だからこそできる子どものこころの健
康管理。現代のストレス社会で揺れ動く子どもたち
のこころは今われわれの手を必要としています。
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1.はじめに

筆者が勤務，在住する県の教育委員会では，いじ
めや不登校など，児童生徒の問題解決に資すること
を目的に，児童生徒の臨床心理に関して高度に専門
的な知識・経験を有するスクールカウンセラーを下
記の条件で採用している。

スクールカウンセラーの該当資格としては
１．財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定

した臨床心理士
２．精神科医
３．児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な

知識および経験を有し，学校教育法第１条に規
定する大学の学長，副学長，教授，准教授，ま
たは講師（常時勤務する者に限る）の職にある
者

である。
筆者は「３」に該当（大学カウンセラー）すると

ともに，併せて上級教育カウンセラー（民間資格）
および産業カウンセラー（当時労働省認定）の資格
を取得している。

スクールカウンセラーが公立学校に配置され始め
たのは，平成７年度（１９９５年度），当時文部省の「ス
クールカウンセラー活用調査研究委託事業」の開始
からである。

１９６０年代から７０年代にかけ，社会問題化し始めた
「いじめによる自殺」や「不登校」もその原因を複
雑化させながら，増加傾向をたどる結果となった１）。

平成２年（１９９０年）には，不登校者の数が約５万
人まで膨れ上がり，上記「スクールカウンセラー活
用調査研究委託事業」が開始された平成７年には８
万人を超えていた。

このような「いじめ」や「不登校」等の児童生徒
の問題対応策として，学校内のカウンセリング機能
の充実を図るため，試験的に導入されたのが最初で
ある。

初年度（１９９５年度）の予算は３億円で，各県３校
を目安に全国で１５４校の小・中・高校に配置され，
その後年々規模を拡大しながら，平成１２年度（２０００
年度）には予算３６億円，配置校数は，初年度の約１０
倍の１，６４３校に達した。

その後，平成１３年度（２００１年度）からは，文部科

学校現場の立場から
学校歯科医

スクールカウンセラーとして
児童生徒に接して思う

車田文雄 奥羽大学歯学部 口腔衛生学講座 准教授

現在，大学教員（歯科医師）でありスクールカウンセラーである筆者が，「スクー
ルカウンセラーの該当資格」，「スクールカウンセラーの役割」，「発達障害とは」，「歯科医師
であるスクールカウンセラーの立場（カウンセリングマインド）」等について，教育現場か
ら得た若干の知見を報告する。
現在大学では特別支援教育を受けた，または受けた可能性のある学生が徐々に入学してき

ており，今後は，保護者や出身学校の関係教師と連携を取りながら，本人のエピソードも再
考し，カウンセリングを進めていかなければならないと感じている。カウンセリング現場で
は心の健康に着目し，本人だけではなく，「家庭内キーパーソンによる家族調整」を念頭に
置き，利害関係のない立場から家庭訪問等の「プライベートゾーンまでの介入」を視野に入
れ実践している。
学校歯科医である先生方が，歯科健康診断で来校されたときや学校保健委員会等の会議出

席の際に，スクールカウンセラーと面談されるのも，今後職務遂行の上で有効なのではない
かと考える。

要約



22

2.スクールカウンセラーの役割

3.発達障害とは

学省による「スクールカウンセラー活用事業補助」
のもと，本格的にスクールカウンセラー制度がス
タートした。

「スクールカウンセラー活用事業補助」とは，各
都道府県が行うスクールカウンセラー事業に国が半
額補助するというもので，平成１７年度（２００５年度）
までの間に，１学年３学級以上のすべての中学校１
万校に，スクールカウンセラーを配置完了するとい
う計画を打ち出した。

平成１９年度（２００７年度）には「いじめ問題対策
費」として，６９億円の予算を国は投入し，さらに拡
大していく予定となっている。

本年度（２００９年度）においても，本事業における
国からの予算額は３６億円を継続し，都道府県の事業
として現在まで定着している２）。

児童生徒の「いじめ」や「不登校」等の問題行動
を早期発見，また未然に防止し早期解決するために
「こころの専門家」であるスクールカウンセラーが
学校に配置されている。

学校現場の中に児童生徒が安心して相談できる環
境を整え，子どもたちの悩み・不安・ストレス等を
解決し，また保護者および教諭等へのアドバイスも
行わなければならない。

その結果，保護者・教師・スクールカウンセラー
３者の相互協力の効果もあって，平成１３年度からは
不登校児童生徒数は徐々に減少し始めており，平成
１９年からスクールカウンセラーを増やし，教育相談
の受け皿の徹底化を図る一方で，２４時間体制の「い
じめ電話相談」も配置し，いじめによる自殺の未然
防止に力を注いでいる３）。

今までの「教師による指導体制」に，「こころの
専門家であるスクールカウンセラーによる面談」を
加えることにより，学校における相談体制はなお一
層充実化が図られている。

スクールカウンセラーの必要性が高まってきたの
は，
① 不登校やいじめの問題
② 拒食症（神経性無食欲症）等の摂食障害や自

傷行為等の精神障害を抱える児童生徒の増加
③ 学習障害（LD），注意欠陥多動症候群（AD-

HD），高機能自閉症等の発達障害を抱える児童
生徒の増加

等により，「教育の専門家である教師」だけでは対
応し難い事例が増えてきたことが，理由としてあげ
られる。

ゆえに精神障害および発達障害の知識を持ち，実
際の事例に対してサポートできるだけの能力を持ち
合わせるスクールカウンセラーが活躍する現場とし
て，学校に配置されている。

特に①の項目「不登校・いじめ」に関しては，友
人からばかりの原因ではなく，親からの「虐待・ネ
グレクト」まで視野に入れ，すなわち
＊なぜ，登校できなくなっているのか？
＊なぜ，友人からいじめを受けなければならない

のか？
EX） 養育放棄等による児童生徒の不潔感が誘

因となってのいじめ等々
を考慮し，カウンセリングしていく必要性があると
考える。

また，スクールカウンセラー活用制度における問
題点としては，
① 教師〔特に HRT（学級担任）・養護教諭〕

とスクールカウンセラーとの連携の仕方
② 児童生徒や保護者に対するスクールカウンセ

ラーの存在の周知徹底
③ スクールカウンセラーの守秘義務範囲
④ 学校現場に第三者（部外者）が入り込むこと

への教師側の多少の抵抗感
⑤ スクールカウンセラーも個々により，自分自

身のカウンセリング理論を展開するため，サ
ポートできる内容や質に変化が生じる。それに
対する学校現場での戸惑い。

等が挙げられる。
いずれにせよ，そのような問題を克服し，悩める

子どもたちや保護者にとって十分な教育相談体制が
構築されるように，スクールカウンセラーも学校教
職員も一丸となって，チームアプローチしていく努
力が今後望まれると考える。

「発達障害者支援法」が平成１７年４月１日より施
行され４），その条文には「国および地方公共団体
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4.歯科医師である
スクールカウンセラーの立場

は，発達障害児がその障害の状態に応じ，十分な教
育を受けられるようにするため，適切な教育的支
援，支援体制の整備その他必要な措置を講じるもの
とする。」と定められている。

具体的な支援は各々の児童生徒の得意不得意の傾
向，学習の内容，生活環境等により大きく異なり，
必ずしも「ある診断名」がついたから「この支援」
と決まるものでもない。

ゆえに「適切な支援」を行うためには，子どもた
ちが何が得意で何が不得意なのか，その児童生徒を
取り巻く環境（人的，物的）等について，詳細なア
セスメント（個人特性や状況の評価）が必要不可欠
となる。それに関わるのがスクールカウンセラーで
ある。

もちろん，支援を受ければ必ずすべての対象者が
上手くいくわけではなく，とりわけ自分の得意分野
を活かしにくい教科だと本人の努力が報われない場
合が往々にしてある。その場合は，あらためて自分
の得意分野を活かせる方向を先生方と共にカウンセ
ラーも一緒に探し出すことが必要になってくると思
われる。

発達障害は「脳の機能障害」が原因と考えられて
おり，文部科学省の２００２年の調査では，小中学生の
６．３％に発達障害の可能性があると示唆されてい
る４）。

その分類としては，
① 広汎性発達障害……高機能自閉症，アスペル

ガー症候群
② 注意欠陥多動性障害（ADHD）
③ 学習障害（LD）

に大別される。
これまではすべてが「親の躾が悪い」の一言で片

づけられてきたことが，「この子はこういう病気な
のです」の一言に救われる（動揺は隠せないものの
対応の光が差し込む）のは保護者だけでなく，子ど
も本人も教員もである。その専門的機関（小児科，
心療内科等）への架け橋は，スクールカウンセラー
が一役買っていると言っても過言ではない。

現在大学では特別支援教育を受けた，または受け
た可能性のある学生が徐々に入学してきている。そ
の相談内容として「コミュニケーションや対人関係
から来る様々なトラブル」が多い。今後は，保護者
や出身学校の関係教師と連携を取りながら，本人の

エピソードも再考し，カウンセリングを進めていか
なければならないと感じている。

現在では，
① 口呼吸が引き起こす問題点（口唇等の乾燥，

咀嚼嚥下が苦手，歯列への影響）
の相談は，もちろんのこと
② 食育の重要性（朝食欠食，偏った栄養摂取，

肥満傾向の児童生徒の増加）
③ 虐待とネグレクト（身体的虐待による口腔内

外外傷，養育放棄・怠慢によるむし歯の進行お
よび増加等）

が注目されている。
特に上記③に関しては，「児童虐待の防止等に関

する法律（児童虐待防止法）」が平成１２年に施行５）さ
れ，その条文には「学校の教職員，医師，保健師
等，子どもの福祉に職務上関係ある者に虐待の早期
発見努力義務と速やかな関係機関への通告」を定め
ている。

ゆえに児童虐待の防止には早期発見，早期対応が
重要であることは言うまでもなく，本法律で我々歯
科医師にも虐待の疑いをもった場合の責務が課せら
れている。特に学校歯科医は，その歯科健康診断に
おいて児童生徒の経年的変化が確認できる。すなわ
ち，「保護者による適切な歯科的健康管理がされて
おらず，必要な治療を受けさせることなく，多数歯
にわたるう蝕や歯肉腫脹の放置のある状態」等を鑑
み，養護教諭，校長と協議することが本防止につな
がっていくことになる。

赤坂６）は，「歯・口腔は，ヒトとしての生命維持の
ための摂食・嚥下・呼吸・発音・発語等のみなら
ず，心と身体の健康，人生の QOL にとっても重要
である」と述べ，さらに「歯・口腔の健康づくり
は，歯科保健管理および歯科保健教育を通じて，幼
児児童生徒の全身の健康づくりに深く関わってお
り，またそれを目標にするものでなければならな
い。」と位置付けている。

WHO（世界保健機関）は，その憲章の中でも「健
康とは，単に身体が病気でないとか虚弱でないとか
いうだけでなく，肉体的にも，精神的にも，社会的
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5.おわりに

にも，完全に調和のとれた良い状態のことである」
と明文化している。

ゆえに歯科医師でありスクールカウンセラーであ
る筆者は，特に心の健康に着目し，本人だけではな
く，「家庭内キーパーソンによる家族調整」を念頭
に置き，利害関係のない立場から家庭訪問等の「プ
ライベートゾーンまでの介入」を視野に入れ実践し
ている。

一事例としては，「某生徒の口臭に関わる人間関
係」があった。本人は口臭の意識がなく，級友から
担任へ「臭うので○○に近寄りたくない」と報告さ
れ，養護教諭経由によりカウンセラーの私へ相談と
いう経緯となった。１対１での面談で「口臭，気に
なるよ。」というのは簡単ではあるが，いかに本人
の自尊感情を傷つけず，気付いてもらうかがポイン
トであった。本人の悩みは「友達が最近自分を避け
ている」という主旨で，そのことに関し，カウンセ
ラーとしてまず，「何か自分で思い当たること
は？」と訊いても「分からない」という返答，そこ
で家族の協力を得て母親から指摘してもらい，口臭
の原因をつかむためにも，学校歯科医または大学病
院口臭外来へ紹介することで本人の承諾を得た。

この事案に際し，筆者は歯科の専門的な立場から
の意見は控えた。すなわち傾聴に徹した後，コンサ
ルティング，コーディネートを実施した。

その後，本人と周囲の人間関係は良好である。早
期対応が遅れると，不登校へ関わる重要な問題でも
あったと推察された。

【カウンセリングマインドをもって臨む】
筆者は現在，職場の大学で「自己表現論」という

科目を担当し，その中で「アサーショントレーニン
グ」なるものを講義している。これは簡単に説明す
ると，ヒトは自己主張だけではなく，他者の主張も
認め，なおかつ相手を傷つけない配慮が必要という
テーマの基でコミュニケーション論を展開している。

地域貢献のため，学校長からの依頼で，入学時の
全体集会の時間を利用し，生徒に本講義の一部を応
用，「心とこころのふれあい」と題し，エクササイ
ズを実施する場合がある。

この目的は「自己開示」，「自他尊重」，「自己肯定
感 UP」，「所属感 UP」であり，言語的・非言語的
コミュニケーションに絡み，身体も動かしての表現

がポイントである。
終了後は生徒一人ひとりに笑顔が見受けられ，効

果の確認を実感している。

現在，スクールカウンセリングを通して思うこと
は，やはり「児童生徒同士，児童生徒と保護者，児
童生徒と教師とのコミュニケーションの重要性」で
あり，避けることのできない課題として受けとめて
いる。その中でも児童生徒同士の人間関係の相談件
数が多く，「いじめ」と感じられる事例も散見される。

文部科学省の２００７年度の「問題行動調査」７）による
と，同省が把握した同年度の自殺者数は１５８人
で，５５．７％にあたる８８人が「原因不明」と報告され
ている。

このことに鑑み，同省は児童生徒の自殺に対し，
学校が原因などを調べる背景調査方法の「指針」を
策定する方針を固めている。すなわち学校側が調査
を十分に行わない事例や，「いじめ」が原因である
ことを把握していたにもかかわらず，「原因不明」
と報告する「いじめ隠し」が発覚するなど，学校や
教育委員会任せの調査には限界があると，同省は判
断しており，学校側に詳細な原因調査を実施させる
ことで，再発防止につなげる目的があるとしている。

文部科学省は本年７月末に精神科医，臨床心理
士，大学教授，現役教員等（前述スクールカウンセ
ラー資格条件に一致していると考えられる）をメン
バーとする「児童生徒の自殺予防に向けた取り組み
に関する検討会」（仮称）を同省内に設置。指針策
定に向けた検討を開始し，来年度（平成２２年度）中
に全国の小・中・高校に指針を示す予定である。

指針は「調査の意義」と「具体的な方法論」の二
本立てとし，「調査の意義」には，若者の自殺の実
態を正確に把握することが自殺の予防につながるこ
とを明記し，「具体的な方法論」では，学校による
調査だけでなく弁護士や医師など第三者による調査
の有効性を指摘し，人選の方法も盛り込む方向であ
る。

以上，「スクールカウンセラーの該当資格」，「ス
クールカウンセラーの役割」，「発達障害とは」，「歯
科医師であるスクールカウンセラーの立場（カウン
セリングマインド）」等について若干の知見を述べ
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てきたわけであるが，学校歯科医である先生方が，
歯科健康診断で来校されたときや学校保健委員会等
の会議出席の際に，スクールカウンセラーとお話し
されるのも，今後の職務遂行の上で有効なのではな
いかと考えている。

本特集が先生方にとって少しでも興味を持たれて
いただければ幸いである。

参 考 文 献
１）杉山信作編著：登校拒否と家庭内暴力，新興医学出

版社，１９９６．

２）文部科学省 HP：スクールカウンセラー等活用事業
費補助（拡充）達成目標，２００９．

３）児童心理４月号：スクールカウンセラー小・中学校
での役割と実践，金子書房，２００８．

４）文部科学省 HP：特別支援教育 発達障害者支援法
（平成１６年法律第１６７号），２００４．

５）㈳三重県歯科医師会編：歯科医師の立場からの児童
虐待防止と子育て支援，２００６．

６）赤坂守人：「生きる力」を育む 歯・口の健康つくり
の実践をめざして，日本学校歯科医会会誌９１，２００４．

７）文部科学省初等中等教育局児童生徒課編：生徒指導
上の諸問題の現状と文部科学省の施策について，
２００９．



26

1.はじめに

本校は，北海道北部旭川市の西端に位置し，児童
数７６名，９学級（特別支援学級３含）の小規模校で
ある。国道１２号線の沿線に位置するとは思えないほ
どの閑静で自然豊かな環境の中，地域組織「台場小
鳥の村」（開村５０年目）を基盤に，「北海道愛鳥モデ
ル校」として４４周年を迎えた。

学校グラウンド奥に位置する台場小鳥の森や校庭
に実のなる木の植樹，木々には児童手製の巣箱をか
けて営巣の状況を観察するなどの愛鳥活動を行って
いる。しかし，長年続けてきた給餌活動は，鳥イン
フルンザの影響で自粛せざるを得なくなっている。
また，鳥に関する作品を全校児童が作成する愛鳥作
品展を毎年実施し，心豊かな子どもの育成を目指し
ている。さらに，企業と連携して，高速道路のパー
キングエリアに巣箱をかけたり，地域と連携して，
地域のお年寄りが育てたどんぐりの苗を，新設され
た国道沿いの公園に植樹するなど，本校の愛鳥活動
が地域・社会へと広がりをみせている（図１）。

学校現場の立場から
養護教諭

子どもの心に寄り添って
～心理面を配慮した

歯・口の健康つくりの実践～

松本恵子 北海道旭川市立台場小学校 養護教諭

本校は，児童養護施設入所児童，ひとり親家庭の割合が高く，背景に複雑な事情
を抱えている児童が少なくない。また，年々被虐待児童の在籍が多くなっていくに従い，情
緒的に不安定な子どもの心の表出方法が変化してきた。そのため，現在は特別支援教育の充
実が図られ，小規模校であるにもかかわらず，知的障害特別支援学級１，情緒障害特別支援学
級２が設置されている。
本校では学校歯科保健活動を学校保健の中核に位置づけ，「歯みがき」と「よくかむこ
と」の２点に主眼を置いて取組を進めてきた。誰もが楽しく学べること，子どもたちの心の
安定にも結び付けていくことなど，教職員だけではなく，学校歯科医も共通理解している。
児童の実態調査や児童保健委員会の活動など，さまざまな取組を行ってきた。「食」の面

では子ども本来の姿が見られ，「歯・口」の活動は，子どもたちがにこやかにのびのびと取
り組んでいる。このことから，児童の情緒面は，「歯・口」の取組からも十分に推し量れ，
心の安定につなげる手立てがあると考える。今後も現状を十分に踏まえ，子どもの心に寄り
添った学校歯科保健活動の推進を図っていきたい。

要約

図１ 「台場小学校」「台場小鳥の森」の標識
台場小学校は自然豊かな環境の中にある
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2.児童の現状と変化，
学校としての対応

児童の健康状態は全般的に良好で，地域に歯科医
院がないにもかかわらず，むし歯が少ない。しか
し，歯列不正や視力低下は近年増加傾向にある。

在籍の３割が児童養護施設入所児童で，親と離れ
て集団で生活している。また，ひとり親家庭の割合
も多く，背景に複雑な事情を抱えている児童が少な
くない。

児童養護施設では被虐待児童の割合が高く，ネグ
レクトを中心に６～７割を占めている。他の学校現
場では虐待被害を早期に発見防止する体制をとって
いるが，本校の場合は，虐待された子どもたちを受
け入れ，どのように心のケアをしていくかに力点が
置かれ，立場が他校とは違っている。

筆者は在籍１１年目に入ったが，赴任当時から現在
までを振り返ると，虐待で児童養護施設に入所する
児童の割合が増えてきているのと同時に，児童の心
の表出方法が違ってきていると強く感じる。全体的
に明るく，優しいことばかけができる子どもたちで
はあるが，反面，ADHD，場面緘黙などを含め，
近年は情緒的に不安定な子どもが目立ってきた。特
別支援教育の充実が図られ，本校のような小規模校
に知的障害特別支援学級１，情緒障害特別支援学級注）

２が存在するのはそのためである。
特別支援学級担任（５人）は，校内通級してくる

児童に対し個別プログラムを立てながら対応してい
るだけではなく，特別な教育ニーズの児童に対して
も学習支援を個別に行っている。そして，TT とし
て各学級にも入り，児童の学習支援を行ったり，担
当児童の状態把握のため巡回も行っている。

子どもたちの埋め切れない心の隙間を満たすため
の方法は，以前は自己解決的な行動で済まされてい
たが，近年は他人を巻き込んでしまうことが多く
なっている。つまり，愛情欲求が強く出る傾向がみ
られる（これは，児童養護施設入所児童だけに限ら
ない）。過去現在に共通するのは食べ物への執着，
口にかかわった特異な習癖である。これは，児童自
身に幼児性が強く，信頼感，満足感が形成されてい
ない結果ではないかと思われる（表１）。

朝の活動の１つに，よさを見つける日「キラキラ
カード」に記入という取組がある。それぞれのよさ

を認め合い，カードに記入して相手に渡すというも
のである。廊下の掲示板には，児童の写真が貼られ
た全員分のポケットがある。渡されたカードを誇ら
しげにポケットに入れる子どもの顔は満足気であ
る。情緒が安定している子どもたちは，集団から離
れる行動や掃除をさぼってしまう子どもを見ても，
非難することなく受け入れている。このように仲間
として認めて生活しているのも，よさを認め合う活
動が功を奏しているのではないかと思われる。

教職員全員は，顔と名前が一致する児童数のた
め，全児童の担任という共通意識に立ち，生活面や
集団で動く際の指導や声かけなどを行い，児童の心
理面・行動面に配慮している。給食調理員は給食運
搬時の声かけは欠かさないし，業務吏員は清掃時に
やはり声かけをしている。いじめ等につながる行動
が見えてきた場合は，迅速に対応して児童間の関係
改善を図り，また，子ども自身が生活の中で身の回
りの環境と豊かにかかわり，主体的に働きかけられ
るよう道徳の時間の充実を図っている。たてわり班

表１ 児童に見られる特徴的な行動

２００１年（調査時）当時の児童の特徴的な行動
・高学年であっても教員の膝の上に乗ってくる。
・気分的に落ち込むと泣きじゃくり，どんな言葉かけ

も通じない。
・給食が終わっても，ストロー，梅干の種などいつま

でも口の中に入れている。
・食べ物への執着が強い（ほかの子どもの残食や落と

したものも平気で食べる，皿をなめるなど）。
・鉛筆・ボールペン，帽子のボタンなどをよくかむ。
・爪かみ，指しゃぶりをする。
・指の皮をむく。

↓
現在の児童の特徴的な行動
・何か困ったことがあると固まる。
・自分で受け入れられないことがあると，教室を勝手

に抜け出す。
・自分勝手に他人の言動を予想して悲観する。
・集団行動に入れない。
・ファンタジー傾向（妄想，作り話）がある。
・突然きれて，罵声，暴力，その後何もなかったかの

ように振舞う。
・給食・清掃当番など，自分がしたくないことはしな

いで済ませる。
・自分の上唇・下唇を繰り返し吸って唇の外側が丸く

うっ血状態になる。
・食べ物への執着が強い（食べる量が多い）。
・教員を独占したがる。
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3.本校の歯科保健活動

4.具体的な実践から

活動や清掃も児童と教職員の協働で行う。職員室で
は一人の児童の名前を出すと，次々と別の教職員か
ら話題や情報が出され，児童に対する喜びや悩み等
を共有できる仲間としての教職員集団となっている。

注）情緒障害特別支援学級……「情緒障害者」を対象とす
る特別支援学級については，「情緒障害特別支援学級」
等の名称が用いられてきたが，文部科学省は平成２１年
２月３日に「自閉症・情緒障害特別支援学級」という
名称とする旨の通知を出した（２０文科初第１１６７号）。

自分の歯をきれいにすることは，自分の体をきれ
いにすること，さらに自分の周りもきれいにしよう
という環境への意識と行動に通じる。また，毎日の
歯みがきは根気を必要とし，強い意志や粘り強さ，
継続する努力への反省心，健康に関する価値観が育
成される。さらに三食きちんと食べること，よくか
むことも意識される。このことから，本校では学校
歯科保健を学校保健の中核として位置づけ，児童自
らが，健康づくりを主体的に自覚・実践できるよう
活動の推進を図ってきた。「歯・口」は，自分の目
で見て状態を確認でき，他領域への発展も可能な優
れた健康教育素材である。よい歯を保ち，全身の器
官との関連も考えられるよう，本校では，特に「歯
みがき」と「よくかむこと」の２点に主眼を置いて
指導している（表２）。

そして，目の行き届く小規模校の長所を生かすこ

と，肩に力を入れずできる範囲で行うこと，誰もが
楽しく学べることを前提に，日常生活すべてを指導
の場とし，また，全校児童，学級，個別の指導形式
を用い，子どもたちの心の安定にも結び付けていく
ということで，教職員だけではなく，学校歯科医も
共通理解している。

１）食行動と情緒傾向の調査
２０００年から２００１年にかけて，子どもの食行動と情

緒傾向について調査を行った１）。
昔から受け継がれてきた食べ方は，主食である米

飯と数品の副食を交互に食べる「三角食べ」である
が，当時は「副食ばかりを先に食べ主食を後に食べ
る（またはその反対）」という「一品食べ（ばっか
り食い）」が，前段で行ったかむ回数と流し込みの
実態調査のビデオ撮影で目立った。「一品食べ」を
する子どもの割合は２７％で，日頃，情緒の不安定さ
を感じていた子どもとほぼ一致した。食べることは
精神活動にかかわり，「一品食べ」は子どもの心の
サイン２）との報告もあることから，「一品食べ」の背
景には情緒的な問題もあると考えられ，調査研究に
着手した。

方法としては食行動の実態を給食時のビデオを
使って分析し，児童の情緒傾向は小児用エゴグラ
ム，学級担任用の「児童の情緒に関する評価票」で
調査を行った。

結果，「一品食べ」は単にマナーの問題であると
か癖や習慣ということではなく，常に不安，緊張，
幼児性，共感の欠如などという情緒的な問題が背景
にあることが明らかになった。また，児童養護施設
入所児童に「一品食べ」が多かったが，このことも
情緒的な不安定さがあるためと推察された。

食べるということは子ども本来の姿が出るといわ
れている。食べ方など子どもの食行動を観察するこ
とは，子どもの心理状態を理解できるひとつの手段
になりうると確信した。

事実，「一品食べ」の児童で，一時的に「一品食
べ」から「三角食べ」に移行した時期が，父親との
関係が改善し情緒的にも安定した時期と一致した事
例もあった。

給食指導も本校では学校歯科保健活動の一環とし

表２ 本校の歯科保健活動

１ 学校歯科保健目標
よりよく生きる子どもの育成～知識を実践化へ～

２ 取組の基本姿勢
・実態を調査研究し，実態に即した指導を行う。
・子どもたちの意欲・関心・態度を育成する。
・全職員で共通理解し，同一歩調の実践を進める。
・学校歯科医との連携を図る。
・家庭・地域との連携を図る。
・本校から地域・社会への発信に努める。

３ 子どもたちの意欲・関心・態度を育成するために
（５つの視点）

・常に新しい視点で考えること
・本校独自・オリジナルの取組を立案すること
・多方面（五感，食育など）から切り込んでいくこと
・子どもでも簡単に取り組めること
・子ども自身の目で見て確かめられること
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て考えている。１学期には教員２～３名が一組と
なって教室をまわる給食指導担任交替週間を設け，
たくさんの目で児童の食行動に関する観察や指導を
行っている。また，学期ごとにたてわり班給食，２，３
学年いっしょに食べるふれあい給食を企画し，教員
だけではなく高学年も低学年の指導を行っている。
現在，「一品食べ」を行っている児童の割合は約１
割であり，児童の入れ替わりはあるものの，さまざ
まな取組を通じた「三角食べ」の指導が浸透してき
たことも関係していると思われる。

２）「よくかむこと」の定着化
前述の調査の前段として，保護者対象のアンケー

ト調査とともに，給食時の様子を全員分２回ビデオ
撮影し，一人ひとりのかむ回数や，流し込みの実態
を調査した１）。その結果，アンケートでは保護者は
食卓に汁物以外の水分があることに，「メニューに
よる」「気にならない」「水分が必要」などの理由か
ら肯定的であった。給食時の児童は，牛乳を最後に
飲ませた時の方が，いつも通り飲んでいる時よりも
かむ回数や，食事の量が増えていることが判明し
た。下田は「噛むということが心に満足感を生み，
生きる意欲にもつながっている」３）と述べている。こ
のことから，給食で「よくかむこと」を定着化させ
るため，給食の月目標に加えたり，栄養教諭と連携
して，かみごたえのある食品や献立の選定，よくか
むことの効用や流し込み防止に関しての呼びかけ，
給食だよりや給食試食会を通じての保護者への啓発
等を行っている。

３）給食後の歯みがき
児童の歯みがきは給食後すぐに行うことが日常化

されており，当然のことのように歯みがきをする姿
を見て，担任が感心するほどである。中には，校外
学習の昼食後に歯みがきを要求する児童もいる。

給食後の歯みがきは，２００３年より開始したが，児
童の爪かみ，指しゃぶり，梅干の種を給食後も口の
中に入れているなどの特異な習癖が年々減ってきて
いて，現在はほとんど見られない。歯みがきがその
代わりとなって，心の安定を図る一つの方法になっ
ているのではないかという教員もいる。みがいてい
るつもりでも歯ブラシをかんでいる児童がいること

から，確かにうなずけることではないかと考える。

４）歯科健康診断
２００５年から，従来の照明器具でも児童の口の中が

よく見え，検診の精度が上がる仰臥法で歯科健康診
断を行っている。本校の学校歯科医は，「学校歯科
医も学校の職員である」との考えから，学校行事だ
けではなく，予告無しの学校訪問で歯みがきチェッ
クを行い，子どもたちとの距離を縮めている。その
ため，検診時，不安や緊張でベッドに横たわれない
児童も，優しい声かけや気長に待っていただけるこ
ともあって，最後には検診が受けられ，すがすがし
い表情で歯科健康診断会場を後にしている。事情に
精通した本校ならではの学校歯科医と感心している。

５）歯と口の週間
６月と１１月の「歯と口の週間」が担当以外の職員

から発案され，昨年度からスクールカレンダーに組
み込まれた。６月は運動会時期と重なり，また，性
教育月間ということもあり，時間確保が難しかっ
た。そこで，１年生から６年生まで共通の内容で，
毎朝（または給食時）５分間の指導を５日間行っ
た。内容は，児童の五感に訴え，他の器官との関連
も考慮し，よりよく生活するために大切なことを考
えさせるものとした。各担任とも，係が提案した内
容をより膨らませ，児童にわかりやすく指導を行っ
た（図２）。

特に，「明眸皓歯」と題した指導では，各担任が
海苔を前歯に貼り，見た目について児童に考えさせ
た。年代もさまざまな担任がユーモラスに取り組む
姿に，児童は笑顔で見入っていた。また，子どもた
ちも歯に海苔を貼って鏡に写す光景がどの学級にも
見られた（図３）。６月の「歯と口の週間」中，毎
日子どもたちが５分間指導を楽しみにしていたこと
からみても，時数に影響しない，効果的な方法の１
つになるのではないかと考える。

１１月は，１単位時間を使って，各学年の発達段階
に応じた指導内容で，養護教諭と各担任が T・T で
指導にあたった。RD テスト，口腔用モニター，ブ
ラッシング圧測定器などを使い，各学年とも楽しく
実験形式で行う指導のため，子どもたちは興味深く
授業に参加していた。
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６）「お口ポカン」
児童が常に口をあけている状態を，本校では「お

口ポカン」と呼んでいる。学芸会の全校合唱の練習
で，全員が舞台に立ち指導を受けている際，指導者
の説明を聞いている表情を見ていると，実に３割の
児童が「お口ポカン」の状態になっていた。この「お
口ポカン」状態の児童は，自分で口が開いているこ
とに全く気付いていない。口を閉じることを児童に
訴えていくために，耳鼻科検診の折，学校医に鼻呼
吸ができることを確認していただいた。また，２年
生の学級指導では，本校オリジナルの「お口ポカン
カード」を，口にくわえてテレビを視聴させ，無意
識のうちに口があいてしまうことを児童自身に気づ
かせた。この「お口ポカンカード」は鏡面と白地が
両面になった紙製で，通してあるひもを首から下

げ，口が無意識にあいて落としても床に落ちないよ
うに工夫している（図４）。また，鼻呼吸を事前に
確認するために，鏡面を鼻息鏡のように使用でき
る。「お口ポカンカード」については，使用してみ
てさらに改良の余地があることが判明した。２年生
は「お口ポカン」の児童が多い学級であったので
カードを使った指導は効果的であった。
「お口ポカン」に伴って，口呼吸の弊害などにつ

いても個別や全体で指導している。しかし，子ども
たちに危機感はなく，いったんついた癖はなかなか
治らない。口呼吸で脳内温度が上昇し集中力が低下
するといわれ，姿勢や発声，かむ回数などにも関係
することから，心理面とも関連づけられるのではな
いかと考えている。６月の「歯と口の週間」の５分
間指導でも取り上げた。今後はまだ着手していない

「歯と口の週間」５分間指導の様子

図２ かむことと味覚
（一口分歯を使わず食べてみよう）

図３ 明眸皓歯
（歯に海苔を貼った顔は）

図４ 「お口ポカンカード」
鏡面で鼻呼吸を確認し，カードを口にくわえる。
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口唇力測定も視野に入れ，子ども同士での声かけ
や，保護者との連携を深めていきたいと考えている。

７）自発的・主体的活動の尊重～児童保健委員会の
活動
児童保健委員会は，本校の学校歯科保健活動の主

軸である。保健委員の児童は放課後の活動ができな
い条件下，休み時間返上で取り組んでいる。そし
て，過去行ってきたさまざまな「歯・口」の活動が
財産となって現在の保健委員会に受け継がれてい
る。子ども自身が学習し，子どもの言葉で伝えてい
くことで，学校歯科保健活動がより身近なものに
なっていく。この自発的・主体的活動を大切にして
いきたい。以下は今まで行ってきた活動の概略であ
る。

８）「歯・口」に関する広報活動
ほけんだよりは低学年用，高学年用，保護者用の

３種類を発行し，その中で「歯・口」や食育，児童
に関する情報の提供などを行っている。保護者に
は，本校の学校歯科保健活動が協力的に受け入れら
れ，歯ブラシの寄贈，資料の提供，児童の様子の報
告等，関心の高さが感じられる。

本校の栄養教諭は他校在籍で兼務のため，給食だ
よりは，給食担当である養護教諭の筆者が作成して
いる。「歯・口」に関する内容も織り込みながら，
養護教諭ならではの食育の内容で構成している。給
食が大好きな児童が多いため，記載した内容が興味

① 低学年への歯みがき指導（休み時間利用）
染め出しと歯みがきを保健委員がマンツーマンで指導

した。赤くなったところを図で示し，最後の仕上げみが
きも「お母さんになったつもりで」を合言葉に，保健委
員が心をこめてみがいた。低学年児童は，保健委員に安
心感と親しみをもって，素直に大きく口を開けながら指
導を受けていた。
② 長期休業用「歯みがきカレンダー」

保健委員のアイディアで工夫を凝らして作成してい
る。最終日には「歯みがきの振り返り」，「保護者からの
一言」欄を設け，児童・保護者の意識高揚につなげてい
る。１日３回の食後に歯をみがくという条件がつけられ
ているが，休み中にもかかわらず，きちんとみがいてい
る子どもが多い。
③ 「保健委員会のショートコント」（朝会時）

パペット人形を使った１人または２人で行う人形劇
で，担当の児童がシナリオ作りから演じるところまで主
体的に取り組んだ。児童の目線で考えられているので，
観客の児童はとても集中しながらも，楽しく歯について
学んでいた。児童総会の折には「また行ってほしい」と
いう意見が出され，次の発表への期待が大きかった。
④ 歯の標語募集

応募作は低学年・高学年とも身近な歯みがきを題材に
したものが多いが，歯をむし歯から守っていくという姿
勢が，どの作品からもうかがわれた。優秀作を選出し，
朝会では手製のメダルや賞状で表彰した。また，垂れ幕
にして玄関前の廊下に掲示した。
⑤ ビデオ「給食の食べ方」の製作

マナーに加えて，よくかむことや，「三角食べ」の奨
励，流し込み防止の方法等の内容が入ったものを，保健
委員が自作自演でビデオにまとめた。このビデオは給食
の時間の始めに流され，子どもたちは真剣に見ながら自
分の食べ方について振り返っていた。

⑥ 麦チョコつかみ大会
３０秒間，箸で麦チョコを隣の皿に移すという，毎年恒

例の箸使い向上を目指した大会である。全児童参加が原
則で，一回戦で各学年の代表が決まり，決勝戦に進む。
皿に移した麦チョコが自分のものになることもあって，
子どもたちは真剣に取り組んでいる。一回戦の競技前に
は箸の持ち方を審査し，持ち方がよいと１０粒加算され
る。１年生のときに１個しか移せなかった児童が，努力
を重ね６年生では優勝という例もあり，子どもたちの励
みになっている。
⑦ かむかむドック

２００５年度の本校実践研究発表会の折，公開授業のな
い児童対象に「かむかむドック」（歯・口に関する１３種
類のテスト）を行ったが，保健委員の中からその当時を
思い出し，ぜひ自分たちの手で行いたいとの声が上がっ
た。以前の「かむかむドック」の項目から５つ選び，希
望者のとりまとめ，指導方法，事前の準備など，すべて
保健委員が行い，担当教員が行ったのは，必要物品の調
達だけであった。５日間の計画であったが，参加児童数
が多く，当初の計画より回数を多くして実施した（図
５）。

図５ 「かむかむドック」
味覚実験を行う児童
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5.最後に

深く読まれている。
学校だより「台場っ子」は，家庭だけではなく，

町内会単位で配布されるため，本校の取組が広く地
域にも周知され，理解が得られている。

９）掲示活動
テーマは「歯・口」だけに限らないが，子どもた

ちが見て触って楽しく，季節感が味わえ，図工作品
の参考にもできることをねらいとしている。また，
完璧には作製せず，児童参加で完成させる掲示物も
あり，中には，保護者も参加して児童とともに名前
が並んでいることがある。掲示物に対しては子ども
たちの興味関心が高く，保護者に自分が作った作品
であるかのように説明している児童もいる。

本校では，「歯・口」の活動に対して，どの児童
も熱心で，情緒的に課題をもつ児童も笑顔で取り組
んでいる。この活動に本格的に取り組み出してか
ら，学校は限られた授業時数であるが，工夫次第で
は指導する題材も内容も無限にあると確信した。そ
のため，次はどんな内容で子どもたちを喜ばせる
か，考えること自体が筆者の喜びになっている。

昨年の地域の祭りに子どもたちが神輿を作って参
加した（図６）。あるグループの神輿のテーマが台
場の宝であったが，４つの宝のうちの１つが歯みが
きだった。誰に言われたわけでもなく，宝の１つと
してくれたことをとてもうれしく思っている。ま
た，卒業式には，PTA 会長の祝辞で「毎日の歯み
がきで粘り強さが培われる」といった内容も話され
た。これまで行ってきた「歯・口」の取組が児童を

変え，保護者の理解と協力も得られたのではないか
と考える。

本校児童には，当たり前のことを当たり前にでき
るようになってほしいとの願いから，教職員全員が
努力を重ね，毎日毎日が一喜一憂の日々である。

「歯・口」の取組には，児童の情緒面を十分に推
し量れる手立てがあると考える。日々変わる子ども
の現状を十分に踏まえ，今後も子どもの心に寄り
添って学校歯科保健活動を推進し，子どもたちの心
の安定を図る一端を担えればと考えている。

参 考 文 献
１）丸山進一郎・西連寺愛憲 監修：もう一歩踏み込も

う‼―学校歯科保健―，１８６～１９１，東京臨床出版，東
京，２００５．

２）菅野 純：子どもの心と体の健康を考える―〈食事〉
の事例から―，食品工業，４２⑼：９４～９６，１９９９．

３）上田 実，下田妙子：よく噛めば脳もイキイキ―咀
嚼と脳の密接な関係，暮らしと健康，５４⑹：６２～６７，
１９９９．

図６ 地域の祭りへの参加
歯みがきをテーマにした神輿を担ぐ児童



本会では，さらに開かれた日学歯をめざし，より一層，会員の皆様との双方向的な情報交換ができ
るようにと検討を重ねた結果，今後は広く一般会員の皆様方からの投稿を募集し，その原稿をこの会
誌の中で積極的にご紹介することとなりました。
つきましては，学校歯科保健に関する研究・取り組み・学校での講話例など，学校歯科保健活動に

役立つ幅広い内容について，会員の皆様方による原稿を積極的にお寄せいただきますようお願い申し
上げます。
なお，ご寄稿にあたりましては，ご所属の日学歯加盟団体を通じて投稿いただくことになっており
ますので，下記の要領にてご執筆の上，「日本学校歯科医会会誌：投稿原稿」と明記し，加盟団体へ
お送りください。
また，お寄せいただきました原稿につきましては，本会にて掲載の採否を検討させていただきます
ことをご了承ください。
今後さらに学校歯科保健に役立つ充実した会誌の発行をめざして努力していく所存ですので，会員
の皆様方のご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。

㈳日本学校歯科医会 広報担当常務理事 赤井淳二

「会誌」投稿原稿募集

投稿原稿について

【テーマ】学校歯科保健活動に役立つ内容（学校歯科保健に関する研究・取り組み・学校での講話例など）

【文字数】本文８，０００字（４００字詰原稿用紙２０枚）程度まで（会誌約６ページ分）

【図表数】図表B５用紙２枚におさまる範囲の数（会誌約２ページ分）

【文献の記載】引用文献には本文の該当部にナンバーをふり，原稿の最後に文献一覧を必ず記載

個人情報について

個人の特定が可能な児童生徒・保護者の方々についての表現やデータが原稿内にある場合には，原稿掲載

について，ご本人（児童生徒の場合は学校ならびに保護者）の承諾を必ず得てくださいますようお願い申

し上げます。

提出方法

「日本学校歯科医会会誌：投稿原稿」と明記の上，加盟団体へお送りください。

■投稿原稿についてのお問い合わせは下記まで
㈳日本学校歯科医会事務局 ℡ ０３－３２６３－９３３０ E-mail JASD@nichigakushi.or.jp

33日本学校歯科医会会誌 103号



１．はじめに

近年，学校歯科医とかかりつけ歯科医の連携の重
要性が声高に叫ばれるようになってきている。これ
は社会情勢が変化し，社会が歯科医に求める役割が
変化してきていることに起因している。一例を挙げ
れば，平成２０年６月に学校保健法が学校保健安全法
に改正され，平成２１年４月１日から施行された
（図１）が，そのなかでも新たに，子どもの保健や
安全のために地域やかかりつけ歯科医が果たすべき
役割が明記されている。
そこで現状における学校歯科医の役割，かかりつ
け歯科医の役割を整理し，なぜ連携が重要なのかを
考察してみたい。

２．学校歯科医に求められる役割

学校歯科医が年一回，定期健康診断の時だけ学校
に行ってそれで役割を果たしているとみなされた時
代はとうの昔に終わっている。まず認識しなければ
ならないのは，学校歯科医は保健の専門家として年
間を通して学校に従事する非常勤職員だということ
である１）。
次に，子どもの健康に対する観点も平成６年の学
校保健法一部改正を機に１８０度転換していることを
認識しておく必要がある。改正以前は子どもを疾病
の側からみて，病気を発見して勧告することが大き
な仕事であったのが，改正後は子どもを健康の側か
らみて課題をみつけ，将来的に疾病に至る可能性の
ある子どもを指導することでその発生を防ぐととも
に，健全な子どもも含めた保健教育を行い，健康の
保持増進を図ることが重視されるようになった。歯
科領域においてもこの考え方が適用され，導入され
たのがCOやGOである（図２）。もちろん，疾病
や精密検査が必要な状態が発見された場合に治療勧
告するのは従来通りである。
個人に対しての事後措置の指示は健康診断時に行
えることが多いが，学校歯科医として，学校や学
年・学級などの集団に対し，状況を把握分析し，集
団的な課題があると思われる場合には，管理だけで
なく健康教育で対応し，子どもの健康の保持増進を
図る必要がある。診療室を訪れた患者に対し，検査

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

学学校校歯歯科科医医とと
かかかかりりつつけけ歯歯科科医医のの
連連携携ににつついいてて
～「学校保健安全法」の
施行と今後の学校歯科保健～

執行部の立場から

（社）日本学校歯科医会 副会長

柘植 紳平
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を行い治療していくように，学校歯科医にとって
は，健康診断を行い，事後措置として保健教育を
行っていくことが必要不可欠な職務である。
学校歯科医はCO・GO等注意深く観察・指導す
る必要のある子どもに対し，一定期間後に臨時の健
康診断を行ってその状態を観察し，個々の状況に応
じた生活習慣改善や清掃法を指導したり，あるいは
集団としての状態を分析して指導や知識の教育を行
うなどの事後措置を行わねばならない（図３）。

３．かかりつけ歯科医に
求められる役割

一方，学校歯科保健から提唱されたCOの考え
方は，う蝕の減少という社会情勢もあって，地域の
かかりつけ歯科医の在り方にも大きな影響を及ぼし
た。すなわち，できるだけ削らないで残す「minimal
intervention」の考え方２，３）が主流となってきてい
る。すなわち，口腔内の状況だけでなく子どもの生
活やリスクを評価し，積極的に再石灰化を促進する
ことによってう蝕の進行を食い止める治療法が臨床
の中で次第に大きな比重を占めるように変化しつつ
あると認識することが重要である。
学校での健康診断のねらいは「卒業後も自己管理
と定期的な専門的管理を自ら行える子どもの育成」

学校保健法→学校保健安全法（H21.4）
（文科省HＰから引用改変）

＊学校保健
○組織的な保健指導の充実（養護教諭が中心）
○保健管理の充実（地域の医療関係機関等との連携）
○学校環境衛生水準の全国基準の法制化

＊学校安全
○学校安全の充実（総合的な学校安全計画の策定）
○危険発生時の対処要領の策定（各学校）
○学校安全体制の強化（警察等関係機関等との連携）

＊学校給食法の一部改正
（食育・学校給食）
○学校給食を活用した食に関する指導の充実
・食育の観点から学校給食の目標を改定
（判断力の涵養，日本食文化の理解，生命自然の尊重）

・栄養教諭による食に関する指導の推進
○学校給食の水準，衛生管理の全国基準の法制化

図１ 学校保健安全法改正点の概要

図２ 改正前と改正後の子どもの健康に対する観点

図３ 健康診断結果の生かし方

日学歯広場 執行部の立場から

日学歯広場
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であることから，かかりつけ歯科医の存在は個人の
生涯に渡る健康にとって非常に重要であり，健康日
本２１運動などにおいてもかかりつけ歯科医を持つこ
とを推奨している。社会からは「疾病を治療するか
かりつけ歯科医」から「健康を護るかかりつけ歯科
医」への転換が求められている。

４．学校歯科医と
かかりつけ歯科医の連携の重要性

連携の重要性について考えるときに，学校歯科医
でなければできないこと，かかりつけ歯科医でなけ
ればできないことを明確にすることで連携の重要性
を浮き彫りにすることができる。
学校歯科医は学校・学年・学級といった集団に対
する教育や指導を行うことができるが，かかりつけ
歯科医は個人に対してしか行うことができない。言
い換えれば，教育を行う場である学校ほど「歯を大
切にする気持ち」を育むのに適した場は見当たらな
い。逆に個人の疾病の治療はかかりつけ歯科医でな
ければできない。学校歯科医ができるのは，疾病を
発見して治療勧告する事後措置までである。学校歯
科医が個人・集団の保健を主体にしているのに対

し，かかりつけ歯科医は個人の医療を主体としてい
る（図４）。
日学歯が平成１８年度に文科省の委託事業として

行ったCO・GOの追跡調査報告４）によると，COと
判定された歯の予後を２年間追跡し，指導状況（①
事後指導なし，②学校で指導，③かかりつけ歯科医
で指導，④学校とかかりつけ歯科医の両方で指導）
との関連性を分析したところ，かかりつけ歯科医だ
けに指導を委ねた場合，Cに進行する割合が有意に
高く，学校で指導に関与するとCに進行しなかっ
たり，健全に戻る割合が有意に高いという結果が得
られた（表１）。このことからも，学校歯科医の役割
の重要性が示唆される。
従って，かかりつけ歯科医と学校歯科医との共通
認識が最も必要とされるのは，COに対する処置で
ある。健康診断後２１日以内に学校長名で「健康診断
結果のお知らせ」が発行されるが，それを持った子
どもは，かかりつけ歯科医を受診する。しかし，子ど
もや保護者はそのかかりつけ歯科医が学校歯科の知
識や基本的な考え方があるかどうかまでは分からな
い。従って，その際にかかりつけ歯科医が疾病をみ
つけ治療するという視点だけにとらわれて対応する
ことなく，COを含めた学校歯科保健の基本的な考
え方を持って対応していくことが求められている。

図４ 学校歯科医とかかりつけ歯科医の連携図
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５．連携に対する組織の役割

歯科医師会・学校歯科医会は，学校歯科医の検診
精度の向上はもちろんのこと，学校歯科関連の知識
や対処法を学校歯科医で有る無しに関わらず地域の
歯科医師全員に徹底普及する必要がある。特に学校
歯科医でないかかりつけ歯科医に対して学校歯科に
関する情報を伝えることは歯科医師会からしかでき
ない。
日歯と日学歯は，学校歯科医とかかりつけ歯科医
の連携が国民の健康にとって，ひいては今後の歯科
界にとって重要であるという認識で一致しており，
現在各方面で連携を深めている。すなわち，学校で
の教育が歯や口を大切に思う気持ちを育て歯・口の
価値観を高めるし，学校での健康診断の事後措置と
してかかりつけ歯科医の存在は重要であり，両者の
意識や知識の共有が必要だからである。ただ単に子
どもの健康をかかりつけ歯科医に任せるのではな
く，かかりつけ歯科医にも学校歯科保健のことを十
分理解してもらい，学校歯科医が学校での指導教育
を支援し，個人の健康管理を安心してかかりつけ歯
科医に任せられる連携のための体制作りが重要であ
る（図４）。

６．まとめ

学校歯科医が学校歯科医として社会から求められ
ている責任をきちんと果たし，かかりつけ歯科医が
かかりつけ歯科医として個々の子どもの状況に応じ
て学校歯科医と密接な連携をとって診療室で管理し
ていく。地域の歯科医師会や学校歯科医会は，連携
のための情報を共有する環境整備を行う。こうした
連携によってはじめて「卒業後も自己管理と定期的
な専門的管理を自発的に行える子どもの育成」がな
されるのである。

参 考 文 献
１）日本学校歯科医会：学校歯科医の活動指針改訂版，

一世出版，東京，２００７．
２）折原ら：補綴物の寿命，歯科ジャーナル ３６ ⑸：

７０７～７１０，１９９２．
３）森田ら：歯科修復物の使用年数に関する疫学調査，

口腔衛生会誌，４５：７８８～７９３，１９９５．
４）日本学校歯科医会：文科省委託事業「CO・GO の

事後措置」に関する実態調査結果報告，日本学校歯科
医会会誌，１０１：４６～５６，２００８．

表１ 事後指導によるCOの予後（日学歯会誌１０１号，２００９，１）

依然CO
vs

健全に戻った

依然CO
vs

むし歯に進行

健全に戻った
vs

むし歯に進行

「依然CO＋
健全に戻った」

vs
むし歯に進行

①事後指導なし vs②学校のみで保健指導 NS NS NS NS

①事後指導なし vs③かかりつけ歯科医のみで対応 NS NS NS NS

①事後指導なし vs④学校・かかりつけ歯科医両方で対応 NS NS NS NS

②学校のみで保健指導 vs③かかりつけ歯科医のみで対応 NS ＊＊ ＊＊ ＊＊

②学校のみで保健指導 vs
④学校・かかりつけ歯科医両方で対応 ＊＊ ＊＊ NS ＊

③かかりつけ歯科医のみで対応 vs
④学校・かかりつけ歯科医両方で対応 ＊＊ NS ＊＊ ＊＊

①事後指導なし＋③かかりつけ歯科医のみで対応 vs
②学校のみで保健指導＋④学校・かかりつけ歯科医両方
で対応

＊＊ NS ＊＊ ＊＊

①事後指導なし vs
②学校のみで保健指導＋③かかりつけ歯科医のみで対応＋
④学校・かかりつけ歯科医両方で対応

NS NS NS NS

臨時健康診断「有」vs臨時健康診断「無」 ＊ ＊＊ NS ＊

**p＜０．０１，*p＜０．０５，NS No Significanc

日学歯広場 執行部の立場から

日学歯広場
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１．「学校保健安全法」と
「学校給食法」の改正

学校歯科医と地域のかかりつけ歯科医の連携強化
を論じるにあたり，これに関連するいくつかの法律
の改正について，主要なポイントに触れておきた
い。
昭和３３年に制定された「学校保健法」が，平成２１

年４月より「学校保健安全法」という題名に改めら
れ，学校保健の充実が図られると同時に，学校安全
に関する章が新設された。学校保健および学校安全
に関して各学校で共通して取り組むべき事項につい
て，学校設置者並びに国，地方公共団体の責務とし
て法整備され，今回の大幅な改正となった。また，
平成２０年には，「学校給食法」も改正され，平成２１
年４月から施行された。両法の改正がほぼ同時期に
行われたのは，児童生徒等の健康の保持増進という
面で，共通した理念を有するためである。学校歯科
医は，今後の学校歯科保健のあり方，方向性を示す
ものとして，この「学校保健安全法」および「学校
給食法」を理解しておくことが必要である。なお，
「学校給食」については，日学歯は普及第３委員会
に「学校給食への学校歯科医の関わりについての検
討」という主題で諮問している。

「学校安全」については，近年，学校内および学
校周辺に関係し，児童生徒が巻き込まれるような事
件が多発しており，このような事件や犯罪を防止す
る視点から改正されている。同時に，学校歯科保健
に関係する歯・口の傷害を生じるような事故防止と
対処をさらに充実するために，学校歯科医は地域の
専門的な歯科医療機関とのつなぎ役になることが求
められる。
今回の改正では「学校保健」の充実が求められて
おり，すでに中央教育審議会の平成２０年の答申で
も，「都市化，少子高齢化，情報化など社会環境や
生活環境の急激な変化は，子どもの心身の健康にも
大きな影響を与えており，生活習慣の乱れ，いじ
め，不登校，児童虐待などメンタルヘルスに関する
課題，アレルギー疾患，感染症等，新たな課題が顕
在化している」と述べられている。このような健康
課題に対応していくには，主に「学校保健に関する
教職員の学校内体制の整備」が必要であり，また「学
校，家庭，関係行政機関，医療機関との連携」がさ
らに重要であることを指摘している。

２．「健康相談」重視の姿勢

「学校保健安全法」では，第二章，学校保健，第
二節，健康相談の第八条に，「学校においては，児
童生徒等の心身の健康に関し，健康相談を行うもの
とする」として，従来の学校医および学校歯科医の
職務の一つとしていた健康相談が，学校医および学
校歯科医に限らず，学校全体で広く行われよるよう
に重視されている。また第九条では，「養護教諭そ
の他の職員は，相互に連携して，健康相談又は児童
生徒等の健康状態の日常的な観察により，児童生徒
等の心身の状況を把握し，健康上の問題があると認
めるときは，遅滞なく，当該児童生徒等に対して必
要な指導を行うとともに，必要に応じ，その保護者
に対して必要な助言を行うものとする」としてい
る。
「健康相談」重視の姿勢は，現代の健康課題であ
る児童生徒等のアレルギー疾患，メンタルヘルス問
題等に対応していくには，養護教諭をはじめ学校全

にち がく し ひろ ば

日 学 歯 広 場
今号のテーマ

学学校校歯歯科科医医ととかかかかりりつつけけ
歯歯科科医医のの連連携携ににつついいてて
～「学校保健安全法」の
施行と今後の学校歯科保健～

学識者の立場から
（社）日本学校歯科医会 常務理事

日本大学 名誉教授

赤坂 守人
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体が取り組まなければならないこと，また，従来の
集団アプローチから個別・ハイリスクアプローチを
加味した支援および健康教育が要求されている時代
であることを示したものである。
学校歯科保健においても，過去の疫病の早期発見
を志向する健康診断から，今日では健康診断に基づ
く保健教育の重視，そして今後は，健康診断時にお
ける学校歯科医から児童生徒等への声かけによる個
別指導並びに健康診断事後措置の保護者を含む児童
生徒への健康相談を重視する姿勢が求められる。例
えば，健康診断による「歯列・咬合，顎関節」の要
精検の対象児に，地域の歯科医療機関への受診の勧
めを行うことは，「う蝕および歯周疾患」の要精検
の受診の勧めと異なり，現在の臨床機関での医療保
険体制からすると，学校での健康相談とは異なるた
め，保護者と歯科医療機関の認識の違いによってト
ラブルの原因になりやすい。そこで，学校での健康
診断後に地域のかかりつけ歯科医への受診の勧めを
行う前に，学校歯科医により，このような対象児に
対し個別的に保護者を含む健康相談を行い，再診査
と要望の確認などを行うことが必要になろう。

３．学校と地域の医療機関
（かかりつけ歯科医）との連携

今回施行された「学校保健安全法」では，学校と
地域の医療機関（かかりつけ歯科医）との連携を確
立することが改めて述べられている。第十条に，「学
校においては，救急処置，健康相談又は保健指導を
行うに当たっては，必要に応じ，当該学校の所在す
る地域の医療機関その他の関係機関との連携を図る
よう努めるものとする」としている。
現代の児童生徒等の健康課題あるいは事故・障害
などに対して，今後，ますます専門的な医療の点か
らの対処も求められており，このような状況の中で

適切に対応していくには，学校が学校内で出来るこ
と，為すべきことを明確にするとともに，日頃から
地域の医療機関や行政機関との連携を深め，具体的
なサポートの内容などを伝え理解を求めることに
よって，適切な役割分担に基づいた活動が可能にな
る。学校歯科関係では，すでに平成１８年度に改訂さ
れた「児童生徒の健康診断マニュアル」において，
COの事後措置として，かかりつけ歯科医による要
精検と管理を受けることについての選択肢も加わっ
ている。
平成１９年度から実施されている「特別支援教育」
は，小学校，中学校には，特別支援学級や通級によ
る指導を受ける障害のある児童生徒とともに，通常
の学級にも LD，ADHD，高機能自閉症などの障害
のある児童生徒が在籍していることもあり，これら
の児童生徒の障害の状態等に即した適切な生活や学
習上の支援・指導を行うものである。本稿は紙面の
関係もあり，これについて詳しく述べることが目的
ではないが〔日学歯は学術第２委員会に「特別な教
育支援を要する学校（学級）の歯科保健推進の検
討」という主題で諮問している〕，この「特別支援
教育」のためには，学校および学校歯科医は，地域
の医療・福祉などの関係機関と連携を図り，障害の
ある児童生徒の教育・支援のために専門的な助言や
援助を活用しながら，適切な指導および協働活動を
行うことが必要となってくる。特に，障害のある児
童生徒に対する生活支援としての「食べること」の
支援については，かなり専門性の高い医療機関との
協働活動が必要である。

以上，現代の児童生徒等が抱えている健康問題に
対応していくには，さらに学校歯科医の資質の向上
を目指すことは言うまでもなく，学校および学校歯
科医は地域の歯科医療機関および関係者との理解を
深め，協力していくことが一層必要となってくる。

日学歯広場 学識者の立場から

日学歯広場
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40

子どもたちの歯・口から、心身の、未来の、
世界の子どもたちのことを一緒に考えていきましょう。

歯科健康診断時のみならず、歯科医院でのみならず、養護教諭を中心とし

た教職員とともに、子どもたちの歯・口から、子どもたちの心身の健康、そ

して、未来の、世界の子どもたちのことを一緒に考えてくれる学校歯科医で

あって欲しい。この一言に尽きます。

ヘルス・プロモーティング・スクール（ヘルシー・ス
クール）を推進する専門家の一人であってください。

ヘルスプロモーションの視点に基づいた健康的な学校づくりは、ヘルス・

プロモーティング・スクール（ヘルシー・スクール）と呼ばれ、児童・生

徒、教職員、保護者、地域住民、専門家等が連携・協力のもと、健康的な学

校づくりを自ら行い続けることができる学校のことをいいます。学校歯科医

などの専門家は、重要な構成員の一人となるわけです。特に、歯・口には、

子どもの身体の健康課題のみならず、心の健康課題、生活習慣など様々な課

題が現れます。歯・口を通じて、子どもの心身の健康課題を共に考え、さら

には、当該学校だけではなく、世界の、未来の子どもたちのことも考えて、

一緒に活動できたら、子どもたちの未来は、さらに明るくなるのではないで

しょうか。

保健指導を行ってください。

健康診断では、多くの子どもたちを限られた時間の中で見ていただかなけ

ればなりません。

しかし、子どもたちにとって、実際に自分の歯・口を歯科医の先生に見て

いただきながら指導をしていただくことは、歯・口の健康の保持増進活動の

強い動機づけとなります。

“時間がない”などという学校があったら、歯科医の立場から一喝してい

ただくぐらいの専門職であっていただきたいのです。

たとえば、学校歯科医や養護教諭を初めとする教職員の工夫次第で、健康

診断が保健指導の大切な場ともなります。
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学校歯科医に
望 む こ と
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学校保健安全法が生まれ変わりました。

平成２１年４月に学校保健法が学校保健安全法に改正され、保健指導につ

いて、養護教諭その他の教職員が連携して行うことなど、大きく変わりまし

た。学校歯科医に関する施行規則でも、旧法では「保健指導を行う」でした

が、「保健指導に従事する」とより強い文言になっています。保健指導がま

すます重要となりました。

子どもの実態に即した健康相談、保健指導から、一緒に子どもたちの未来

を創っていきませんか。

学校保健安全法（抜粋）

（健康相談）
第８条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
（保健指導）
第９条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態
の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認め
るときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応
じ、その保護者（中略）に対して必要な助言を行うものとする。

（地域の医療機関等との連携）
第１０条 学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、必要に
応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努め
る。

（児童生徒等の健康診断）
第１３条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除
く。）の健康診断を行わなければならない。

２ 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとす
る。

第１４条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は
治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

学校保健安全法施行規則（抜粋）

（学校歯科医の職務執行の準則）
第２３条 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
１ 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
２ 法第８条の健康相談に従事すること。
３ 法第９条の保健指導に従事すること。
４ 法第１３条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。
５ 法第１４条の疾病の予防処置のうち齲歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。
６ 市町村の教育委員会の求めにより、法第１１条の健康診断のうち歯の検査に従事する
こと。

７ 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事
項に関する指導に従事すること。

２ 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録
簿に記入して校長に提出するものとする。

岡田加奈子氏
千葉大学教育学部
養護教諭養成課程 教授
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学校歯科保健指導用資料『むし歯予防大作戦 COってな～に？』

１．はじめに

１）作製の経緯

この度，学校歯科保健指導用教材としまして「むし

歯予防大作戦 COってな～に？」（CD－ROM版）

を作製しました。

学校歯科健康診断においては，「CO」という用語

は既に定着していますが，児童・生徒がその意味を理

解しているかといえば，必ずしもそうではないように

思えます。一方，テレビ等のコマーシャルでもむし歯

予防と関連させ「再石灰化」という言葉も頻繁に登場

するようになってきましたが，その意味もまたよく理

解されていません。そこで，本委員会では，上記専門

用語を含んだ一歩進んだ予防的知識を児童・生徒に提

供することを目的として，以下の一般目標，到達目標

を掲げ，新しい形式の学校歯科保健指導用教材を作製

することとしました。

一般目標：初期むし歯（CO）を理解する。

到達目標：①COを説明できる。

②脱灰と再石灰化を説明できる。

③むし歯にならないための普段からの

注意点を説明できる。

２）本教材の特徴

専門用語を短い時間で児童・生徒に理解させるため

の媒体・手段として，学校教育現場で広く普及してい

るパワーポイントを用いたストーリー性のあるアニ

メーション（＋ナレーション）形式とし，タイトルも

児童・生徒の興味を惹き，入っていきやすいものとし

ました（図１）。

またナレーションは，児童・生徒にわかりやすくす

るために素朴な疑問に答える問答形式とし，全体の時

間配分は児童・生徒が集中できる時間を考慮し１８分程

にまとめました。

田 村 康 夫
平成１９・２０年度普及第三委員会 委員長
朝日大学歯学部 口腔構造機能発育学講座
小児歯科学分野 教授

学校現場の
学校歯科保健教材

ご存知ですか？

作製の趣旨および
CD－ROMの使用方法について
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２．内容について

１）イントロダクション

将来，８０歳になっても自分の歯が２０本以上あるよう

にするにはどうしたらいいのか？おいしく食事ができ

るために歯が大切であること，健康な歯は体の健康に

つながることを伝えます（図２）。毎年，春に行われ

る学校歯科健康診断で，CO，Cと言われた歯はどう

なっているのか？COとは，むし歯の始まりであるこ

とを伝えます。

２）健康な歯とむし歯について

自分の歯に興味を持ってもらうために，健康な歯

と，CO（脱灰）のおきた状態，進行していくむし歯

の様子を，イラストと写真で説明します（図３，

４）。むし歯は，穴があいてしまうと元には戻せない

が，むし歯の始まり（CO）は，元に戻せることを解

説しています。

３）どうしてむし歯になるの？むし歯のはじまり

むし歯のメカニズムを子ども向けに解説していま

す。プラークの中にいるミュータンス菌が作り出す酸

によって，歯のエナメル質からカルシウムやリンが溶

け出してしまう脱灰をアニメーションで説明し，実際

の口腔内写真で COの状態を示しています。専門用

語も解説を加え，あえて使用しています。

学校歯科保健活動で使える学校現場の教材をなんでも把握していると思ったら
大間違い⁉知っているようで意外に知らない学校に備えられているスグレモノや
これから活用したい教材をご紹介します。明日からの実践にお役立てください。

図１ 図２

図３ 図４
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４）歯と口の中のふしぎ

脱灰がおきた歯はどうなるのか？口の中でおきる現

象を解説します。

食後の口の中には，歯みがきをしなければ，おおよ

そ２０分間脱灰がおこります。ところがだんだん酸が減

少してきます。それはだ液の力で酸が中和されるから

です。そしてだ液に含まれるカルシウムやリンが再び

歯に取り込まれます。この状態を再石灰化といいます

が，そのメカニズムをアニメーションで解説していま

す（図５）。

５）「むし歯予防大作戦」自分でできること

自分でできるむし歯予防を考えさせます（図６）。

むし歯の原因は何か，それをどうしたらいいのか？順

序立ててブラッシングの大切さを解説します。ミュー

タンス菌がいるプラークを取り除くことがむし歯予防

であること，食後のブラッシング，就寝前のブラッシ

ングの大切さを伝えます。

歯みがきの大切さがわかったところで，他にも自分

でできるむし歯予防について解説します。脱灰が起き

る時間をなるべく少なくする工夫，砂糖の入ったもの

は少なく，おやつは決めた時間に食べ，だらだら食べ

ないなど規則正しい生活の大切さを伝えます。また，

歯によい食べ物の紹介，そして再石灰化を促すだ液の

量を増やすためによく噛むことを推奨します（図

７）。

６）「むし歯予防大作戦」
歯医者さんといっしょにすること

むし歯予防は，歯科医院での定期健診が大切である

こと。早期にCO，むし歯をみつけることがプラスで

あることを伝えます（図８）。COの状態も，歯みが

きで元に戻った例を示して，歯みがきの重要性を解説

します（図９，１０）。むし歯になりやすい奥歯につい

ては，シ－ラントやフッ化物など歯科医院で行われる

指導や処置についても解説します。

最後に，おさらいとして脱灰の原因，再石灰化を促

す日常生活などを再確認させ，自分の歯は自分で守る

習慣を身につけ，健康な歯でよく噛めることは，体の

健康のためにも大切であることを解説しています。

ご存知ですか？
学校現場の学校歯科保健教材

図５ 図６

図７
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３．CD－ROMの使い方

① CD－ROMを開きます。「むし歯予防大作戦」

のフォルダーが表示されます。フォルダーごとデ

スクトップにコピーします。

② コピーしたフォルダーを開きます。●「むし歯

予防大作戦（N）」（ナレーション付き）のパワー

ポイントファイルをダブルクリックして立ち上げ

ます。

③ スライドショーを選択すると，プレゼンテー

ションが自動再生されます。

④ ナレーションを必要としないで自分で解説する

方のために●「歯科保健指導用資料」には「むし

歯予防大作戦」（ナレーション無し）とPDF

ファイルが準備されています。

＜動作環境＞

OS：Windows XP，アプリケーション：

Microsoft Power Point ２００３ 以上

４．おわりに

「むし歯予防大作戦 COってな～に？」が，学校

の歯科保健指導の場で有効に使われ，「歯の健康」づ

くりに活かされることを期待いたします。なお，普及

第三委員会（平成１９年４月～平成２１年３月）は，委員長

田村康夫，副委員長 岡崎好秀，補佐 田中英一，

委員 荊尾玲子，三浦佐智子，齊藤秀子，福澤洋一の

各氏で構成されていました。

●「むし歯予防大作戦 COってな～に？」の
訂正について

日学歯広報１２４号同封の学校歯科保健指導用資料「む
し歯予防大作戦 COってな～に？」について一部誤り
がありました。
ここに謹んでお詫び申し上げ，以下のようにご訂正下

さいますようお願い申し上げます。

誤）参考資料２：EMDの考え方について
正）参考資料２：EBDの考え方について

図８ 図９

図１０
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1. はじめに

2. 養護学校の学校歯科医として

3. 愛知県立豊川養護学校の
現況について

種々の身体的・知的障害を持つ児童生徒を対象と
する特別支援学校（盲・聾・養護学校）は，愛知県
下に２０数校あります（表１）。特に，愛知県立豊川
養護学校は知的障害のある児童生徒を教育する小・
中・高一貫教育の学校で，東三河地方の児童生徒を
広く受け入れており，在籍している子どもたちは
様々な知的障害を有しています（表２）。

筆者が養護学校の学校歯科医として，これまで実
践してきたことを振り返りながら，日々の「歯みが
き」の習慣付けが知的障害のある児童生徒にとって
どんな意義があったのかを考察してみました。

愛知県立豊川養護学校は１９７９年（昭和５４年）に創
立され，既に３０年の歴史を積み重ねています。この
間，縁あって筆者が学校歯科医を務めております
が，創立当時の社会状況は現在と異なり，障害のあ
る児童生徒に対する配慮が乏しく，誠に残念ながら
差別等の問題もあり，正直なところ学校歯科医をお
受けするのも勇気のいることでした。依頼された豊
川歯科医師会の中でも，障害のある児童生徒の治療
は誰も経験がなく，また歯科診療所も少なかったた
め，日々の診療に忙殺されていることを理由に障害

のある児童生徒の診療を避けてしまう傾向が強かっ
たので，なかなか受け手がいませんでした。当時の
筆者はまだまだ若手であり，学校歯科保健に対する
情熱も持っておりましたので，自分にできることで
あればとお引き受けしました。

愛知県立豊川養護学校は知的障害を持つ児童生徒
を対象としており，その障害の程度は，小・中学校
の特別支援学級に在籍している児童生徒とほとんど

知的障害のある児童生徒における
口腔衛生指導および歯みがきの
習慣付けの意義

愛知県立豊川養護学校 学校歯科医 和久田 強（豊川歯科医師会）

表１ 愛知県内の特別支援学校数（平成１８年度）

盲学校 ２

聾学校 ５

病弱児対象養護学校 １

肢体不自由児対象養護学校 ８

知的障害児対象養護学校 １０

計 ２６

表２ 愛知県立豊川養護学校の障害別児童生徒数

知
的
障
害

自
閉
症

ダ
ウ
ン
症

そ
の
他

小学部 ４０ ５７ １１ １２

中学部 ２３ ４６ ９ ６

高等部 ８１ ５９ １４ ２４

計 １４４ １６２ ３４ ４２

地域レポート

愛知県
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愛知県

4. 歯科健康診断と
口腔衛生指導について

5. 平成１８年度実施の
歯科健康診断について

変わらない比較的軽度から重度まで様々です。
通学圏は東三河地方（愛知県の東部１／３位の範

囲）全域で（図１），６台のスクールバスを使用し
ています。また児童生徒は，学校から１．８㎞の所に
ある国府駅まで徒歩（２０数分）で通学していました
が，最近では駅からのバスを利用できるようになり
ました。

本校においては一般の児童生徒と異なり「口の中
を診ること」自体が非常に困難であり，そのような
中で学校歯科医と養護教諭，担任の教諭が共同して
歯科健康診断を行っています。歯科健康診断の方法
については一般とほぼ同様の方式で行っています
が，誠に遺憾ながら精度については筆者が担当する
他の学校に比べて十分とはいえないこともあります。

口腔衛生教育の一環として，学校職員，保護者の
方々と協力して，歯みがきと歯肉マッサージの励行
を実践してきました（表３）。歯科領域でのそのよ
うな単純な生活習慣の継続が，卒業後の「一つの単
一作業」の訓練に繋がると考えています。特に，こ
の学校での歯みがきへの取り組みについては，愛知
県下のどの学校に比較しても遜色のないものと自負
しています。

平成１８年度に本校にて実施した歯科健康診断の結
果について，小学部，中学部，高等部別に表４－１
にとりまとめました。表４－２は歯科健康診断後の
治療状況について，治療勧告書の返信を元に追跡調
査し，まとめたものを示しました。

さらに表４－３では，筆者が担当している他の学
校（豊川市立桜町小学校，豊川市立代田中学校，愛
知県立国府高等学校）の歯科健康診断結果を対照群
として，豊川養護学校の結果を比較検討しました。

「未処置歯あり」の割合は全校で８．８％となって
おり，前述の３校の割合と比べても，明らかに低い
ことが分かります。なお，統計処理については，サ
ンプル数が少ないために実施していないので，筆者
の長年の経験から判断した主観によるものであるこ
とをお断りしておきます。

本校では，給食後の歯みがきを励行しており，歯
みがき後には職員が児童生徒の口腔内をチェックし

表３ 歯みがき時の介助の有無（Ｈ１８年度）

学 年 介助無し 一部介助 全介助

小
学
部

１年生 １ １５ ６

２年生 ０ １９ ２

３年生 １ １７ ６

４年生 ０ ７ ８

５年生 ０ １１ ８

６年生 ４ ８ ７

小 計 ６ ７７ ３７

中
学
部

１年生 ８ １０ ７

２年生 １４ １１ ２

３年生 １５ １５ ２

小 計 ３７ ３６ １１

高
等
部

１年生 ５１ １４ ４

２年生 ５２ ５ ２

３年生 ４４ ２ ４

小 計 １４７ ２１ １０

合 計 １９０ １３４ ５８

図１ 在学生の通学圏
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て，きちんとみがけているかどうか確認をするよう
にしています。この歯みがきチェックは家庭内にお
いても保護者に実施していただくよう協力を求め，
さらには必要に応じて仕上げみがきも行っていただ
くようにしています。

食生活の充実と知的障害のある児童生徒の口腔衛
生に対する関心の高まりや保護者の地道な努力によ

り，このような好成績が得られているものと考察し
ます。

歯肉炎については，小学校では養護学校の児童生
徒の割合が高くなっていますが，中学生・高校生で
は，逆に養護学校の生徒の方が低い割合でした。

一般的に，中学生や高校生の歯みがきの状態や口
腔内の清掃状態を，教職員や保護者がチェックする
ことはほとんどないと考えられますが，養護学校で
の中学・高等部の生徒の場合は，保護者のチェック
が明らかに功を奏しているものと判断され，そうし
た取り組みが「未処置歯あり」や「歯肉炎」の割合
が低くなっている要因の一つであると推察されま
す。

養護学校では抗てんかん薬等を服用している児童
生徒が多く，時には薬剤の副作用による歯肉の異常
増殖が認められることが周知されており，歯肉炎に
対する保護者の関心度は，一般の児童生徒の場合に
比べて明らかに高いと思われます。だからこそ，熱
心な歯みがき指導の実現に繋がっていると考察して
います。また，障害の状態により，比較的簡単な歯
科処置と思われても，全身麻酔による歯科治療を受

表４－１ 豊川養護学校における歯科健康診断結果 （人）
受検者数 検査困難者 未処置歯あり 歯肉炎 咬合異常 歯垢付着

小学部１年 ２１
２年 ２０
３年 ２４
４年 １４ ２＜０＞
５年 １９ １＜０＞ １＜０＞
６年 １８ １ １＜０＞

合 計 １１６ １ １＜０＞ ３＜０＞ １＜０＞
（９９．１％）（０．９％）（０．９％）（２．６％） （０．９％）

中学部１年 ２５ ２＜１＞ ２＜０＞ １＜０＞ ２＜１＞
２年 ２８ ２＜０＞ １＜１＞ １＜０＞
３年 ３２ ３＜１＞ ３＜１＞ ２＜１＞

合 計 ８５ ７＜２＞ ６＜２＞ ３＜１＞ ３＜１＞
（１００％） （８．２％）（７．１％）（３．５％）（３．５％）

高等部１年 ６１ １ １１＜０＞ １０＜１＞ ８＜２＞ ５＜１＞
２年 ５９ ６＜１＞ １１＜２＞ ９＜１＞ ８＜１＞
３年 ４３ ７＜２＞ １２＜３＞ ７＜３＞ ３＜０＞

合 計 １６３ １ ２４＜３＞ ３３＜６＞ ２４＜６＞ １６＜２＞
（９９．４％）（０．６％）（１４．７％）（２０．２％）（１４．７％）（９．８％）

全校計 ３６４ ２ ３２＜５＞ ４２＜８＞ ２７＜７＞ ２０＜３＞
（９９．５％）（０．５％）（８．８％）（１１．５％）（７．４％）（５．５％）

＊＜ ＞内は歯科医による治療または指導を受けた者の数
＊歯肉炎，咬合異常，歯垢付着の数は，要受診者及び要観察者数の合計

表４－３ 対象群の学校歯科健康診断結果 （人）
受検者数 検査困難者 未処置歯あり 歯肉炎 咬合異常 歯垢付着

小学部１年 ５９ １８
２年 ５１ １６
３年 ５３ １５ ３ ８ ２
４年 ５２ ９ ３
５年 ４１ １０ １ １
６年 ５２ ７ ２ ４ ５

合 計 ３０８ ７５ ６ １６ ７
（１００％） （２４．４％）（１．９％）（５．２％）（２．３％）

中学部１年 １４１ ８４ ３３
２年 １６０ ９１ ５５
３年 １２３ ７５ ２３

合 計 ４２４ ２５０ １１１
（１００％） （５９．０％）（２６．２％）

高等部１年 ３２０ ４７ ４８ ６４
２年 ３１２ ３２ ６８ ６９
３年 ３５２ ４０ ９５ ９６

合 計 ９８４ １１９ ２１１ ２２９
（９８．８％） （１２．１％）（２１．４％）（２３．３％）

＊歯肉炎，咬合異常，歯垢付着の数は，要受診者及び要観察者数の合計

表４－２ 歯科健康診断後の治療状況 （人）
平成１７年度 平成１８年度

未処置歯
保有者数

治療完
了者数

口 腔 の
疾病異常

歯科受
診者数

未処置歯
保有者数

治療完
了者数

口 腔 の
疾病異常

歯科受
診者数

小学部 ２９ ９ ０ １ ０ ４ ０
（３１．０％） （０％） （０％）

中学部 １６ ５ ０ ７ ２ １０ ４
（３１．３％） （２８．６％） （４０．０％）

高等部 ２６ ６ ２ ０ ２４ ３ ７３ １４
（２３．１％） （０％） （１２．５％） （１９．２％）

合 計 ７１ ２０ ２ ０ ３２ ５ ８７ １８
（２８．２％） （０％） （１５．６％） （２０．７％）

＊口腔の疾病異常＝歯肉炎，咬合異常，歯垢付着による要受診者及び
要観察者の延べ人数
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6. 学校および家庭における
口腔衛生への取り組み

けざるを得ない場合も少なくなく，そうした歯科治
療が困難な児童生徒の場合は，より一層熱心に予防
処置と毎日の習慣の改善に取り組んでいる保護者も
いらっしゃいます。

食環境の変化による受動的なプラークの減少等も

伴って，口腔内環境は良い状況になっていると思わ
れます。特に，昔に比して，重度の歯肉炎は明らか
に少なくなっています。特にフェニトイン（抗てん
かん剤）服用による歯肉炎※は，その副作用により
修飾されて増悪し，時に歯冠が見えなくなる程の歯
肉増殖症が見られますが，この学校では教職員と保
護者の協力により見事に予防しています。

※服用そのもので起きるのではなく，プラークによって
引き起こされるとされている１）。

図２ 豊川養護学校の全景写真
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7. 歯みがきの習慣付けの意義

以上のように，本校の歯科口腔衛生に関する指導
とその取り組みへの教職員，保護者の努力は眼を見
張るものがあり，自己評価ながら十分な目標を達成
できていることは，大変誇りに思います。

特別支援学校における口腔の管理指導について
は，いかに永続的によい口腔状況を保ち，生活の質

（QOL）を向上させて，人生を少しでも快適に過ご
せるようにするかということも大変重要だと考えて
います。口臭などの口腔衛生状態の悪い状況がもた
らす不快感を周りの人たちにも与えることなく接す
ることができる状況と共に，彼等が実社会に出た
時，「歯みがきを永続的な習慣として継続してきた
こと」が一つの単一作業を地道に取り組むことので
きる「人間の育成」に役立つものと確信していま
す。障害者雇用促進法により，彼等が地域社会の職
場に参入する際，「お客様」ではなく，一人の「労
働者」として受け入れられることを願うと共に，学
校歯科医の活動が障害のある児童生徒のために僅か
ながらも役立つのであれば，学校歯科医の諸先生方
と共に努力を惜しまずに精進したいと思います。

参 考 文 献
１）社会保険研究所：歯科点数表の解釈〈平成２０年４月

版〉，社会保険研究所，２００８．

なお，本稿の一部は愛知県歯科医師会会誌「愛歯月
報」の平成１８年９・１０月合併号に掲載されております。

また，稿を終わるに臨み，常にご懇篤なるご協力を戴
いた，愛知県立豊川養護学校校長 松井茂様，同保健主
事 藤原甲旨様，同じく須賀通夫様，同校養護教諭横田
匡代様，同じく前田由美子様，愛知県立国府高等学校養
護教諭 朝倉千香子様，豊川市立代田中学校養護教諭近
藤節子様，豊川市立桜町小学校養護教諭 中村節子様，社
団法人豊川歯科医師会会員諸氏の関係各位に満腔の感謝
の意を表する次第です。

表５ 進路状況一覧
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追 補

１．愛知県歯科医師会学校歯科保健部による
学校歯科巡回相談事業

（平成１３年１１月２２日実施）
愛知県立豊川養護学校は東三河地区唯一の知的障害者

を対象とする養護学校であり，入寮施設がないため岡
崎，豊橋や鳳来町等各地より小学部，中等部および高等
部あわせて３４０名が通学している。当日は高等部１６４名を
対象に実施した。

まず体育館にて全体指導から開始した。内容は校長挨
拶に始まり，次に担当学校歯科医の和久田強先生による
衛生講話，本多学校歯科保健部員製作の歯周病予防を題
材とした紙芝居と続き，最後にデンタルスコープによる
口の中の説明と位相差顕微鏡による歯垢と細菌の拡大説
明を行った。紙芝居は生徒に好評であり，また歯垢中の
細菌がうようよと活動する様は歓声とも悲鳴ともつかぬ
声が上がり，視覚に訴えたイベントは注意を喚起し有効
であった。

休憩を挟み，午後は小グループに分かれ，説明と歯垢
を染め出しての個別指導であった。鏡を見て赤い歯に驚
く者，大笑いする者，賑やかに保護者および先生を交え
指導は進行した。

最後に反省会を行い，歯ブラシのサイズ選び等，いく
つかの意見交換を行い事業は終了した（本事業は大変好
評を得ていたが，現在は中止している）。

【愛知県歯科医師会会誌・愛歯月報２００１年１月号掲載】

２．豊川歯科医師会の
障害者歯科診療事業について

豊川歯科医師会では，昭和６２年，豊川歯科医療セン
ターの竣工に伴い，平日夜間および休日の救急歯科診療
を開始すると同時に，障害者歯科診療も始められまし
た。

東三河地区においては唯一の障害者のための歯科医療
センターであり，受診者は豊川市内にとどまらず，豊橋
市，田原市，新城市，蒲郡市など東三河全域からお越し
になられています。

治療を担当する歯科医師は豊川歯科医師会会員が輪番
で担当しており，毎月木曜日の午前中に，歯科診療３回
と定期健康診断の１回を実施しています。１回の診療ス
タッフは歯科医師２名，歯科衛生士６名で行っていま
す。通常は３ヵ月を１クールとして，同じスタッフが診

療を担当します。
２００３年からは日本障害者歯科学会認定医研修指定指導

機関となり，指導者育成の研修の場にもなっております。
また，「豊川市障害者歯科健診事業」は障害者歯科診

療を実施するにあたって，障害者の方々をよく理解し，
互いにコミュニケーションを図るためのフィールド事業
として位置づけられています。

そもそもの事業の成り立ちは，「あけぼの作業所」に
協力をお願いし，健康診断を実施することになったこと
が契機となりました。この事業の内容については，歯科
衛生士による歯みがき指導，歯科医師による歯科健康診
断を主体とし，そのあとには，デンタルスタッフと障害
者およびその保護者や関係者を含めて，全員で楽しむア
トラクション（マジック，バンド演奏，歌，踊り，寸劇
など）を開催し，「歯科治療」に対する不安要素を取り
除こうという目的で行っています。

その後，健康診断対象者を拡大し，平成１８年度では１９
回目を迎えて，６施設の障害者の方々の歯科健康診断を行
いました。

次年度は一宮町との合併もあり，健康診断対象者も増
加し事業規模も大きくなることが予想され，豊川歯科医
師会の重要な事業として今後ますます発展していくもの
と思われます。

３．筆者の愛知県立国府高等学校の学校歯科
医引退後の継続的口腔衛生指導について

筆者は上記高等学校の学校歯科医を昭和３８年から平成
１６年までの４０年間委嘱されてきました。その経緯につい
て説明します。

学校歯科健康診断の他に，平成７年から退職の現在ま
で，毎年１回恒例事業として，歯の衛生週間の６月に歯
科講習会を企画・開催してきました（図３）。

対象は通常の学校歯科健康診断の結果，「歯肉炎」「歯
垢の要観察者」約１００名で，歯周病予防の衛生講話と正
しいブラッシング方法を指導した後に，実際にカラーテ
スターで歯垢を染色し付着状況を確認させました。確認
後，実際にブラッシングを行い，再度染色してみがき残
しをチェックして，歯垢がとれるまでブラッシングを実
施させ，歯垢がとれたことを確認するまで行っていまし
た。

対象生徒は真剣に聴講し，貴重な体験ができたと前向
きにとらえていてくれたようでした。以下は平成１８年度
の歯周病予防講習会を聴講した生徒の感想等です。
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歯周病予防講習会を受講して
１）学校歯科医の講話から学んだこと

・歯周病についてよく知らなかったけれど，歯に付着
したプラークが原因で，歯の周りに起きる病気。こ
れを防ぐには，プラークコントロールが必要である
ことがよく分かった。

・歯周病になってからでは遅いので，毎日のブラッシ
ングを丁寧に実施することがいかに大切かが分かっ
た。

・歯周病は歯のみがき方次第で，いくらでも防げると
いうことが分かった。和久田先生が「人間は外見だ
けでなく，内面も美しくなければならない」とおっ
しゃっていたように，見えない部分まできれいにし
ていきたい。

２）今後は歯みがきをする上で注意していきたい点
・本日使用したテスターで，歯と歯の間などに汚れが

たまっていることが分かったので，今後はその辺り
を重点的にみがきたい。

・歯の小さいくぼみや歯の裏側，噛み合わせの隙間な
ど，時間をかけないとみがけないと思うので，時間
をかけて１本１本丁寧にみがきたい。

・毎日さぼらずに継続して，隅々までみがきたいと
思った。本日赤く染まった部分を思い出して，特に
念入りにみがきたい。

３）感想・その他
・普段，しっかり歯をみがいているつもりだったけれ

ど，今回テスターで確認してみて，意外とみがけて
いないことに驚いた。これからは頑張ってきれいに
歯をみがきたい。

・この講習会で，今までのブラッシングの仕方を考え
直すことができた。死ぬまで自分の歯で食べていき
たいので，自分の歯がずっと健康であるように，ブ
ラッシングはこれまで以上に丁寧に行いたい。

・歯に関することだけではなく，人についての大切な
話を聞くことができ，とてもいい機会に巡り会えた
と思う。「継続」という言葉をしっかり心に留め
て，今後に役立てたい。

図３ 愛知県立国府高等学校での講習会風景
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1. はじめに

2. 研究会の概要

3. 第６回の開催内容について

平成２１年３月２０日（金）春分の日，昭和大学旗の
台キャンパスで，第６回日本学校歯科保健・教育研
究会が開かれました。朝方は小雨が降っていました
が，受付が始まる頃には青空も広がり，大会長の
向井美惠先生はじめ昭和大学歯学部口腔衛生学教室
の皆さんが迎えてくださる中，参加者が続々と集ま
りました。初めてこの研究会に参加される方，いつ
も参加されている方，各々の顔に，タイムリーな
テーマに期待をふくらませている様子がうかがえま
した。

１）設立の経緯

「こんな研究会があったの？」という先生もい
らっしゃるかと思います。平成１８年に設立された新
しい研究会で，名称に「歯科保健・教育」とあるよ
うに，目的は，歯科保健と教育の両者の視点を融合
させて，子どもたちの健康つくりを進めようという
会です。会長は，明海大学学長の安井利一先生です。

設立趣意書には「わたくし達は，次世代の国民が
健康で豊かな生活を享受し，明るい社会を築いてい
くためには，学齢期における歯・口の健康つくりを
通じた適切な健康教育が必須であると考えている。
その基盤として学術的な検討課題を明確にしながら
解決を図り，その知見を積み重ねていく努力を払わ
なければならない。さらには，子ども達への支援の
向上を図るために学校歯科保健に携わる人々との協
調と相互の向上も求めていかなければならないと考
える」と書かれています。

２）これまでの開催内容について

この研究会は，これまで毎年２回ずつ開催されて
きました。

第１回から第５回のテーマは以下のとおりです。

１）大会長講演

今回は「学校で食育をどう展開するか」が研究
テーマでした。大会長講演「学校歯科保健における
食育」では，向井先生が，「学校教育現場におい
て，生きる力を育む学校歯科保健を意識した食育を
推進するために，改正された学校給食法と改訂され
た学習指導要領を参考に，歯・口の健康の視点から
食育を捉え，歯科保健の場でどのように食育を展開
するかについて，食育の立案能力と実施法を習得す
ること」と今回の一般目標を提示されました。さら
に，「食育で目指すもの」として，児童生徒が生活
の場で自らの意志で豊かな食生活のための食行動が
できる力を育む教育や，食と関連した全身の健康（身
体的，精神的，社会的）が維持増進できる力を育む
教育などを挙げられ，実践には，児童生徒を中心に
した超職種的連携すなわち互いの内容を理解し合
え，部分的には相手と代わることができるような連
携が大切と指摘されました。
「食育は知っているが，どう取り組めばよいか分

からない」という声をよく聞きますが，「学校での
食育が目指す方向」が分かりやすく示された今回の

第１回「学校保健の活性化に果たす学校歯科保健の意義」
第２回「学校歯科保健の発展のためのアプローチ」
第３回「思春期の学校歯科保健の重要性を再考する」
第４回「学校歯科保健と地域歯科医療との連携」
第５回「中学校での歯科保健活動の充実に向けて」

第６回 日本学校歯科保健・教育研究会
「学校で食育をどう展開するか」
に参加して

社団法人東京都中野区歯科医師会 会長 田中英一

レ ポ ー ト
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4. まとめ

講演を聴いて，頭の中で少し整理されたように感じ
た参加者が多かったのではないでしょうか。

２）リレー講演

続いてのリレー講演「私たちの食育」では，まず
斉藤敦子先生（東京都歯科衛生士会：理事）が「幼
稚園における食育」の実践について，子どもの興味
を引くには導入部がなによりも大切であると話さ
れ，試行錯誤からできあがったエプロンシアターな
ども紹介されました。

また「小学校における食育」では，上野弘子先生
（中央区立泰明小学校：養護教諭）が，指導の年間
計画の中に食育をしっかり位置づけることが必要
で，さまざまな指導の場をつくること，そして学校
内での他の教諭との連携や地域との連携が大切であ
ると，実践例を話されました。

最後に「中学校における食育」で大塚明子先生（中
央区立銀座中学校：学校栄養士）が，教科制度，担
任制度，年間授業時間の制約など，中学校になると
乗り越えなくてはならない課題もあるが，給食を通
して食育を進めれば，拡がりの糸口になると提案さ
れました。

いずれも，教育現場での「食育」の実践を踏まえ
ての具体的な発言で，参加者は，「うちでも取り組
んでみようかな」という思いを持ったのではないか
と感じました。

３）新たな企画（ワークショップ）

さらに，今回は新たな試みとしてワークショップ

が行われました。「食育を展開する」と題し，口が
持つ代表的な機能である「食べる」に焦点を当て，
「いつ・どこで・だれに・どのような」食育を作り
上げる手法を習得しようと，幼稚園２班，小学校３
班，中学校２班，各班７～８名ずつに分かれ，活発
な討議が行われました（図１）。KJ 法で思いついた
意見を出し合い，それをグループ化し，解決策を探
り，まとめました。８０分という短い時間で，日頃の
思いや悩みをぶつけ合い，「こうすれば，うまく取
り組めるんだ!」など，あっという間にまとめの時
間になってしまいましたが，なんとかパワーポイン
トで発表できるところまで到達しました（図２）。

成果発表会では，各班がまとめた自信作が報告さ
れ，楽しい指摘や鋭い質問が出て，大いに盛り上が
りました。

児童生徒に関わるさまざまな職種の方が集まり，
それぞれの立場から意見を出し合い，何か創り出そ
うとする思いが伝わってくる研究会でした。それぞ
れが持っている専門性を児童生徒のために発揮する
には，コミュニケーションの力を身に付けることが
大切であることも痛感しました。

KJ 法とは……多様な情報や意見（データ）をカード
に記入し，カードをグループ毎にまとめて図解し，論
文等にまとめていく手法。

図２ KJ 法によるまとめ図１ ワークショップの様子
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平成２１年６月１３日（土）・１４日（日），「みんなで
広げよう! 食育の輪～しまねから 未来へつなぐ食
の知恵～」というテーマのもと，第４回食育推進全
国大会が島根県松江市・くにびきメッセにおいて開
催された。

昭和大学口腔衛生学教室の協力を得て，日本歯科
医師会・島根県歯科医師会・日本学校歯科医会・
８０２０推進財団が共同で行った「お口の健康セルフ
チェック」では，来場者に対してセルフチェック調
査を実施し，調査結果に基づいて，レーダーチャー
トによる食習慣を中心とした生活習慣に関する情報
提供を行った（図１）。

さらに，チャート表ができるまでの間，８０２０推進
財団提供の「噛むカムチェックガム」を使って，自
分がどの程度噛めているかを実感してもらい，
チャート表と共に歯科医師によるアドバイスを行っ
た。来場者にとっても歯科からの食育へのアプロー
チが新鮮であり，「噛む」ことの重要さなどを改め
て認識していた。特に子どもたちは，ガムという身
近なツールにより，楽しみながら「噛む」ことを体
験し，その大切さを実感していた。

本大会は島根県内をはじめとした多くの団体や企
業によるブース出展や体験型のイベント，講演で賑
わい，両日合わせ，約１万３，１００人が来場した。歯
科関係ブースには約８００名が訪れ，ブース内に入り
きれないほどの人で賑わい，食育と口腔をはじめと
する健康の関係に高い関心を寄せている様子がうか
がえた。そのうち約５５０名がセルフチェックおよび
「噛むカムチェックガム」を体験した。

また，ブース内には日歯と日学歯を含む歯科関係
４団体が発表した「食育推進宣言」をはじめとした
「食べ方からの食育推進」「窒息予防」「食育に関す
る目標値」などをパネルにして掲示，日歯 PR キャ
ラクター「よ坊さん」ぬいぐるみを先着１００名にプ
レゼントするなどの催しも展開した。展示コーナー
では，健康日本２１のリーフレット等を展示し，前を
通る来場者の目を引いていた。

その他，島根県歯科医師会による，位相差顕微鏡
を使用した細菌チェックも多くの来場者が体験し
た。島根県歯科衛生士会が実施したゲームでは，子
どもたちが集まり楽しんでいた。

本大会で，来場された多くの方々に，食育におけ
る歯科の役割を理解していただき，国民の豊かな食
生活と歯の健康に関心を寄せてもらう契機とするこ
とができた。

第４回食育推進全国大会にブース出展
社団法人日本歯科医師会 地域保健委員会 副委員長 武井啓一

写真１ 歯科関係ブースの様子

図１ レーダーチャート
（「歯・口の健康と食べる機能Ⅱ」平成 18 年発行

：財団法人日本学校保健会 より一部改変）
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平成２１年７月３０日（木）水戸市民会館大ホール
にて，平成２１年度学校歯科保健研修会（茨城県歯
科医師会主催）が開催されました。
今年度の講師として，神奈川歯科大学附属横浜
研修センター准教授（総合歯科学講座小児歯科学
分野）の進士久明先生に，「よりよい永久歯咬合
の育成をめざして」と題してご講演をいただきま
した。養護教諭等学校関係者や歯科医師・歯科衛
生士・学生など４４６名の参加者のもと，有意義な
研修会を開催することができました。
顎骨格や歯列の成長発育，乳歯列から永久歯列
への発育の過程とそこにかかわる問題点や治療法
など，専門的な内容が数多く含まれた講演でした
が，講師の先生におかれましては可及的に専門用
語を使わず，分かりやすい言葉でお話をしてくだ
さいました。このようなご配慮もあり，参加者の
皆さんは熱心にメモをとり，講演に聞き入ってい
ました。
毎年開催しているこの研修会も年々参加者が増
えてまいりました。今後もますます有意義な研修
会となって行きますことを切に願っております。

茨城県 平成２１年度
学校歯科保健研修会

加盟団体だより
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主 題 歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して

主 催 文部科学省・（社）日本学校歯科医会・（財）日本学校保健会

（社）京都府歯科医師会

京都府・京都市

京都府教育委員会

京都市教育委員会

期 日 平成２１年１０月２９日（木）～３０日（金）

会 場 ウェスティン都ホテル京都

京都市東山区三条けあげ
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３０日（金）

ポスター発表

●参加者 学校歯科医，歯科医師，歯科教育関係者，都道府県市町村教育関係者，学校・幼稚園・保育所（園）職員，
学校医，学校薬剤師，歯科衛生士，歯科技工士，PTA会員，その他歯科保健関係者

■お問い合わせは，下記まで

（社）日本学校歯科医会 〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４‐１‐２０ 歯科医師会館４F
TEL：０３‐３２６３‐９３３０ FAX：０３‐３２６３‐９６３４ E-mail JASD@nichigakushi.or.jp

（社）京都府歯科医師会 〒６０４‐８４１５ 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町３‐８
TEL：０７５‐８１２‐８４９２ FAX：０７５‐８１２‐８８１４

第７３回全国学校歯科保健研究大会ホームページアドレス http : //www.73rd-kyoto-taikai.jp/

第７３回全国学校歯科保健研究大会予告
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（社）日本学校歯科医会出版物案内
日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っています。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金の支払方法につきましては，通常，請求書と振込先ご案

内の文書を同封いたしますので，これに従ってお支払いいただくことになります。なお，送料が別途かかります。ご了
承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．障害のある児童生徒に対する学校歯科保健 Ｈ．１１年発行 ￥１，０００
６．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GO の意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
７．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） Ｈ．９年発行 ￥ １００
８．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） Ｈ．１０年発行 ￥ １００
９．CD－ROM「学校歯科健診における CO，GO について」 Ｈ．１３年発行 ￥１，５００

（HYBRID CD－ROM for Windows and Macintosh）
１０．学校歯科保健 Q&A ①（歯垢染色剤について） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１１．学校歯科保健 Q&A ②（キシリトールについて） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１２．学校歯科保健 Q&A ③④（フッ化物・シーラントについて） Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１３．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
１４．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点－CO・GO を中心に－ Ｈ．１４年発行 ￥ ２００
１５．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１６．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１７．学校における学校歯科医のためのフッ化物応用ガイドブック Ｈ．１７年発行 ￥ ３００
１８．学校歯科医のための「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」活用ナビ Ｈ．１８年発行 ￥ ２００
１９．健全な口腔機能の育成のための指針 Ｈ．１８年発行 ￥ ４００
２０．CO，GO の考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
２１．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
２２．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ Ｈ．１９年発行 ￥ ９００
２３．健康日本２１と学校歯科保健 Ｈ．２０年発行 ￥ ６５０
２４．学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりクイックマニュアル Ｈ．２０年発行 ￥ ６００
２５．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド－「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２６．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２７．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり― Ｈ．１７年発行 ￥ ５００

（財）日本学校保健会出版物
２８．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
２９．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
３０．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
３１．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

以上の日本学校歯科医会取り扱い書籍につきましては，会員及び加盟団体の皆様が一括購入され，同一箇所に納品する場合
のみ，「２７．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり―」を除いて各刊行物毎に，次
のように割引いたします（ご購入の合計冊数ではありません）。

・５０冊～９９冊………１割引（送料別）
・１００冊～１９９冊……２割引（送料無料）
・２００冊以上 ………２割５分引（１０円未満の端数切り捨て。送料無料）

そ の 他
○ NICHIGAKUSHI（ニチガクシ） 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PR パンフレット。無料で配布いたしております。）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。

〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４Ｆ 社団法人 日本学校歯科医会 事務局
TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４ E メール JASD@nichigakushi.or.jp

58



社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（平成２１年７月１日現在）

団 体 名 会長名 〒 所 在 地 TEL・FAX

北海道歯科医師会 富野 晃 ０６０‐００３１ 札幌市中央区北１条東９－１１ ０１１‐２３１‐０９４５ ０１１‐２７１‐７５１４
札幌歯科医師会 藤田 一雄 ０６４‐０８０７ 札幌市中央区南７条西１０丁目 ０１１‐５１１‐１５４３ ０１１‐５１１‐１５３０
青森県学校歯科医会 川島 慶三 ０３０‐０８０３ 青森市安方２－９－２０ 室津ビル３０４Ｂ ０１７‐７７５‐３６６６ ０１７‐７７５‐３６６８
岩手県歯科医師会 箱崎 守男 ０２０‐００４５ 盛岡市盛岡駅西通２－５－２５ ０１９‐６２１‐８０２０ ０１９‐６５４‐５４７４
秋田県歯科医師会 石田 宏 ０１０‐０９４１ 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ ０１８‐８６５‐８０２０ ０１８‐８６２‐９１２２
宮城県歯科医師会 細谷 仁憲 ９８０‐０８０３ 仙台市青葉区国分町１－５－１ ０２２‐２２２‐５９６０ ０２２‐２２５‐４８４３
山形県歯科医師会 佐藤 博嗣 ９９０‐００３１ 山形市十日町２－４－３５ ０２３‐６３２‐８０２０ ０２３‐６３１‐７４７７
福島県歯科医師会 金子 振 ９６０‐８１０５ 福島市仲間町６－６ ０２４‐５２３‐３２６６ ０２４‐５２４‐１３２３
茨城県歯科医師会 志賀 正三 ３１０‐０９１１ 水戸市見和２－２９２ ０２９‐２５２‐２５６１ ０２９‐２５３‐１０７５
栃木県歯科医師会 柴田 勝 ３２０‐００４７ 宇都宮市一の沢２－２－５ ０２８‐６４８‐０４７１ ０２８‐６４８‐８１４９
群馬県学校歯科医会 川越 文雄 ３７１‐０８４７ 前橋市大友町１－５－１７ ０２７‐２５２‐０３９１ ０２７‐２５３‐６４０７
千葉県歯科医師会 浅野 薫之 ２６１‐０００２ 千葉市美浜区新港３２－１７ ０４３‐２４１‐６４７１ ０４３‐２４８‐２９７７
埼玉県歯科医師会 井坂 義昭 ３３０‐００７５ さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ５Ｆ ０４８‐８２９‐２３２３ ０４８‐８２９‐２３７６
東京都学校歯科医会 櫻井 善忠 １０２‐００７３ 千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館２Ｆ ０３‐３２６１‐１６７５ ０３‐３２２２‐６５２８
神奈川県歯科医師会 高橋 紀樹 ２３１‐００１３ 横浜市中区住吉町６－６８ ０４５‐６８１‐２１７２ ０４５‐６８１‐２４２６
川崎市歯科医師会 井田 満夫 ２１０‐０００６ 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ ０４４‐２３３‐４４９４ ０４４‐２２２‐３９２４
山梨県歯科医師会 三塚 憲二 ４００‐００１５ 甲府市大手１－４－１ ０５５‐２５２‐６４８１ ０５５‐２５３‐０８５４
長野県歯科医師会 滝澤 隆 ３８０‐８５８３ 長野市岡田町９６ ０２６‐２２７‐５７１１ ０２６‐２２４‐１１８８
新潟県歯科医師会 岡田 広明 ９５０‐０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－８－１３ ０２５‐２８３‐３０３０ ０２５‐２８３‐６６９２
静岡県歯科医師会 飯嶋 理 ４２２‐８００６ 静岡市駿河区曲金３－３－１０ ０５４‐２８３‐２５９１ ０５４‐２８３‐３５９０
愛知県歯科医師会 宮村 一弘 ４６０‐０００２ 名古屋市中区丸の内３－５－１８ ０５２‐９６２‐８０２０ ０５２‐９５１‐５１０８
名古屋市学校歯科医会 江場 弘和 ４６０‐０００１ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 名古屋市教育委員会学校保健課内 ０５２‐９７２‐３２４６ ０５２‐９７２‐４１７７
岐阜県歯科医師会 髙木 幹正 ５００‐８４８６ 岐阜市加納城南通１－１８ ０５８‐２７４‐６１１６ ０５８‐２７６‐１７２２
三重県歯科医師会 峰 正博 ５１４‐０００３ 津市桜橋２－１２０－２ ０５９‐２２７‐６４８８ ０５９‐２２７‐０５１０
石川県歯科医師会 白尾 理英 ９２０‐０８０６ 金沢市神宮寺３－２０－５ ０７６‐２５１‐１０１０ ０７６‐２５１‐６４５０
福井県学校歯科医会 山口 一郎 ９１０‐０００１ 福井市大願寺３－４－１ ０７７６‐２１‐５５１１ ０７７６‐２７‐５６４０
富山県歯科医師会 吉田 季彦 ９３０‐０８８７ 富山市五福字五味原２７４１－２ ０７６‐４３２‐４４６６ ０７６‐４４２‐４０１３
滋賀県歯科医師会 芦田 欣一 ５２０‐００４４ 大津市京町４－３－２８ ０７７‐５２３‐２７８７ ０７７‐５２３‐２７８８
和歌山県学校歯科医会 中谷 讓二 ６４０‐８２８７ 和歌山市築港１－４－７ 県歯科医師会館内 ０７３‐４２８‐３４１１ ０７３‐４３１‐２６６０
奈良県歯科医師会 田中 康正 ６３０‐８００２ 奈良市二条町２－９－２ ０７４２‐３３‐０８６１ ０７４２‐３４‐１２７９
京都府歯科医師会 平塚 靖規 ６０４‐８４１５ 京都市中京区西ノ京栂尾町３－８ ０７５‐８１２‐８４９２ ０７５‐８１２‐８８１４
大阪府学校歯科医会 金森 市造 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６７ ０６‐６７７５‐２２５５
大阪市学校歯科医会 辻本 宣一 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６２ ０６‐６７７４‐０４８８
兵庫県学校歯科医会 坪井 新一 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８ ０７８‐３５１‐４１８１ ０７８‐３５１‐４３３３
神戸市歯科医師会神戸市学校歯科医会 岡田 誠一 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１７ ０７８‐３５１‐００８７ ０７８‐３７１‐７１１８
岡山県歯科医師会学校歯科医部会 酒井 昭則 ７００‐０８１３ 岡山市北区石関町１－５ ０８６‐２２４‐１２５５ ０８６‐２２４‐８５６１
鳥取県歯科医師会 林 伸伍 ６８０‐０８４１ 鳥取市吉方温泉３－７５１－５ ０８５７‐２３‐２６２１ ０８５７‐２３‐５５８４
広島県歯科医師会 山科 透 ７３０‐００４３ 広島市中区富士見町１１－９ ０８２‐２４１‐５５２５ ０８２‐２４６‐０３８９
島根県歯科医師会 仲佐 善昭 ６９０‐０８８４ 松江市南田町１４１－９ ０８５２‐２４‐２７２５ ０８５２‐３１‐０１９８
山口県歯科医師会 右田 信行 ７５３‐０８１４ 山口市吉敷下東１－４－１ ０８３‐９２８‐８０２０ ０８３‐９２８‐８０２５
徳島県歯科医師会 和田 明人 ７７０‐０００３ 徳島市北田宮１－８－６５ ０８８‐６３１‐３９７７ ０８８‐６３１‐４１７９
香川県歯科医師会 豊嶋 健治 ７６０‐００２０ 高松市錦町２－８－３８ ０８７‐８５１‐４９６５ ０８７‐８２２‐４９４８
愛媛県歯科医師会 清水 惠太 ７９０‐００１４ 松山市柳井町２－６－２ ０８９‐９３３‐４３７１ ０８９‐９３２‐５０４８
高知県歯科医師会 恒石 定男 ７８０‐００６６ 高知市比島町４－５－２０ ０８８‐８２４‐３４００ ０８８‐８７２‐８０１１
福岡県学校歯科医会 宮﨑 禎之 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７１４‐４６２７ ０９２‐７１４‐７５９９
福岡市学校歯科医会 佐知 正道 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７８１‐６３２１ ０９２‐７８１‐６５１２
佐賀県学校歯科医会 寺尾 隆治 ８４０‐００４５ 佐賀市西田代２－５－２４ ０９５２‐２５‐２２９１ ０９５２‐２２‐７５８６
長崎県歯科医師会 許斐 義彦 ８５２‐８１０４ 長崎市茂里町３－１９ ０９５‐８４８‐５３１１ ０９５‐８４６‐０１７５
大分県歯科医師会 丸尾 道彦 ８７０‐０８１９ 大分市王子新町６－１ ０９７‐５４５‐３１５１ ０９７‐５４５‐３１５５
熊本県歯科医師会 浦田 健二 ８６０‐０８６３ 熊本市坪井２－４－１５ ０９６‐３４３‐８０２０ ０９６‐３４３‐０６２３
宮崎県歯科医師会 田島 逸男 ８８０‐００２１ 宮崎市清水１－１２－２ ０９８５‐２９‐００５５ ０９８５‐２２‐６５５１
鹿児島県歯科医師会 森原 久樹 ８９２‐０８４１ 鹿児島市照国町１３－１５ ０９９‐２２６‐５２９１ ０９９‐２２３‐６０７９
沖縄県歯科医師会 比嘉 良喬 ９０１‐２１３４ 浦添市港川１－３６－３ ０９８‐８７７‐１８１１ ０９８‐８７７‐７９２５
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社団法人日本学校歯科医会役員名簿（平成２１年７月１日現在）

（任期：平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日）

役 職 氏 名 役 職 氏 名

名 誉 会 長 西連寺 愛 憲 参 与 佐 藤 健 一

顧 問 大久保 満 男 参 与 立 花 義 康

顧 問 松 島 悌 二 参 与 阿 部 洋一郎

参 与 森 川 勝 参 与 佐 橋 永 吉

参 与 中 井 洋 参 与 五十嵐 一 誠

参 与 入 交 重 道 参 与 高 木 忠 雄

参 与 森 本 基 参 与 小 林 菊 生

参 与 湯 浅 太 郎 参 与 佐々木 貞

参 与 相 澤 恒

役職〔職務分掌〕 氏 名 役職〔職務分掌〕 氏 名

会 長 中 田 郁 平 理 事〔会 計 他〕 石 澤 順 子

副 会 長〔総 括 他〕 金 森 市 造 理 事〔PR 対 策 他〕 長谷部 和 子

副 会 長〔公益対策他〕 黒 住 正 三 理 事〔普 及 第 ２〕 江 口 康久万

副 会 長〔普 及 他〕 柘 植 紳 平 理 事〔国 際 渉 外〕 安 齋 理 江

副 会 長〔渉 外 他〕 山 科 透 理 事〔制 度〕 齊 藤 愛 夫

専務理事〔学 術 他〕 丸 山 進一郎 理 事〔生活習慣病他〕 今 井 健 二

常務理事〔制 度 他〕 杉 原 瑛 治 理 事〔広 報 第 １〕 辻 本 宣 一

常務理事〔会 計 他〕 野 溝 正 志 理 事〔学 術 第 １〕 山 﨑 健 次

常務理事〔総 務 他〕 川 本 強 理 事〔普 及 第 １〕 野 村 圭 介

常務理事〔普 及 他〕 藤 居 正 博 理 事〔学 術 第 ３〕 渡 辺 賢 治

常務理事〔広 報 他〕 赤 井 淳 二 監 事 宮 﨑 禎 之

常務理事〔学 術 他〕 赤 坂 守 人 監 事 川 越 文 雄

理 事〔普 及 第 ３〕 紺 野 純 一 監 事 添 田 廣

阿野 満理事（北海道地区推薦）の辞任に伴い，第７５回総会（平成２１年６月２４日開催）において，同地区より推薦された紺野純一
先生の理事就任が承認されました。

社団法人日本学校歯科医会顧問参与名簿（平成２１年７月１日現在）

（任期：平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日）
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●今回の特集は「児童生徒の“こころ”に向き合う学校歯科保健」です。現在，学校歯科医は
保健管理のみならず，保健教育・保健相談など，その活動には児童生徒の心理面を十分配慮し
ながら進めることが求められています。特集の企画に際しては正直困惑しました。幸いなこと
に，大学の同僚がスクールカウンセラーを担当していたので，児童生徒の抱える課題について
話を聞くことができました。ネガティブに考えがちなテーマではありますが，歯・口の健康つ
くりの観点からはむしろポジティブな取り組みが期待できそうです。最後に本特集の企画に際
して，貴重なご指導・ご助言を賜りました本会学術担当の赤坂守人常務理事に感謝申し上げま
す。 （瀨川 洋）

●今年度から，広報第一委員会に参加させていただきます。至らない所があると思います
が，２年間よろしくお願いいたします。歯科健康診断や歯みがき指導などで学校を訪れる機会
がありますが，その時にいつも思うことがあります。それは何か学校内が寂しく感じるのであ
ります。校庭をみても，廊下をみても教室を覗いても，子どもが少なくて「空間」の方が広く
感じます。私が子どもの頃，休み時間には運動場へ一目散に駆けて行って，ドッジボールで遊
ぶ場所を確保するのに苦労したものでした。そういうこともなく自由に遊べるのですが，なぜ
か隅っこに固まってカードゲームをする今の子どもたち。広い運動場はより広く感じ，学校全
体が寂しく感じるのは，私だけでしょうか。 （蔭山俊一）

●「子どもたちの心の健康を考える」といった大変難しい命題に，私たち学校歯科医は何がで
きるかという解答を読者諸兄はどう引き出したでしょうか？ 私自身はまず学校にできるだけ
足を向け，子どもたちとコミュニケーションをとることが大切であると感じました。ある調査
によると，小学校の子どもたちが将来なりたい職業は野球選手やサッカー選手で，歯科医師は
医師という一括りの職業として６番目だそうです。歯科医師がなりたい職業のもっと上位に来
るためには，私たちがもっと子どものたちの身近にいることが必要なのではないでしょうか？
範となる大人がもっと多くなり，適切な「声かけ」をしてあげれば，少しは心の健康にも寄与
できるかもしれません。 （赤井淳二）

●今月号は『こころ』についての特集記事である。体の健康あってこそ，『こころ』の健康に
ついて論ずることができる。『こころ』とは人間の知，情，意の総称である。“知”とは読書，
会合，講演会，勉強会，サークルへの参加など，あらゆる機会から習得した知識のことであ
る。人は多種多様の引き出しを持ち，必要に応じて正しい判断力を身につける必要がある。ま
た，必要に応じて活用すべきである。“情”とは人の心を強く打つ心であり，人を思いやる慈
愛の心である。『こころ』に余裕がなければ情は掛けられない。“意”とはこころ，気持ち，考
え方である。心理学者の故河合隼雄先生は「子どもの言うことを黙って聞いてやる。それで答
えを出さなくてもほぼ子どもは大人を信じる」と仰っておられた。 （辻本宣一）

日本学校歯科医会ホームページもご覧下さい。 http : //www.nichigakushi.or.jp/
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